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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：ラオス人民民主共和国 
案件名：ラオス人民民主共和国子どものための保健サービス強化

プロジェクト 

分野：保健 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICAラオス事務所 協力金額（2007年6月時点）：5億8,500万円 

協力期間： 

 2002年11月～2007年10月 

先方関係機関： 

（和）保健省、ビエンチャン県保健局、ウドムサイ県保健局 

（英）Ministry of Health, Vientiane Provincial Health Office, 

Oudomxay Provincial Health Office 

日本側協力機関名：国立国際医療センター 

他の関連協力： 

・保健セクター事業調整能力強化（技プロ） 

１－１ 協力の背景と概要 

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）の保健医療分野への協力として、1992年か

ら1998年に公衆衛生プロジェクト、1998年から2001年に小児感染症予防プロジェクト（PIDP）

が実施されてきた。PIDPの終了に伴い、感染症や学校保健に関する内容が含まれた要請が保健

省（Ministry of Health：MOH）官房より出された。2002年2月から4月にかけて、案件形成のため

の短期調査が行われ、その調査のなかで郡レベルでのヘルスシステム改善に焦点が当たるよう

になった。また、ワークショップや聞取りを通じ、ドナーによる多大な投入に比してラオス側

の主体性や自立発展性が不十分なことから協力終了後に成果や活動が定着しないという分析が

なされ、持続性のあるシステム開発、意識の改革といった点が重要と認識されるに至った。本

短期調査によりプロジェクトの方向性、大枠が絞り込まれたことを受け、2002年8月の実施協議

調査へとつながり、討議議事録（Record of Discussion：R/D）が署名された。 

本協力は、子どものための保健サービス強化プロジェクト（通称KIDSMILE）と名づけられ、

2002年11月より開始された。ラオス側の主体性を重視したこと、ヘルスシステム構築、意識改

革、参加型といった点をプロジェクトの根幹に置いたことなど、あまり類のないプロジェクト

として開始され、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）に縛

られず柔軟性をもつという特徴をもっていた。それがゆえに、当初のPDMでは目標や活動内容

が不明確な点もあり、ラオス側にも従来のプロジェクトとは異なる枠組みのプロジェクトに対

してとまどいや理解の不徹底も生じたと思われる。2003年の運営指導によりPDM1に改訂されて

内容の明確化が一定程度進んだものの、依然として理解が不十分な面は残っていた。しかしな

がら、2005年の中間評価調査により、プロジェクトの内容をラオス側と明確に共有すべく、実

際の活動に即して整理され、「マネジメントの強化」をめざすプロジェクトとしてPDM2へと改

訂がなされた。以後、PDM2を基にモニタリングが実施され、4つの姿勢（ラオス側の主体的な

関与、既存のシステムや物の活用、コストシェアリングの促進、合宿制によるコミュニケーシ

ョン強化）を、プロジェクトが取り組んできたこととして整理し、引き続きラオス側の主体性

を重視した活動が実施されてきた。 
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１－２ 協力内容 

 （1）上位目標  

① モデル県における子どもの健康水準が改善される。 

② プロジェクトによって設立された実用的なシステムが中央レベルとモデル県を越え

て活用される。 

 

 （2）プロジェクト目標 

小児保健サービスを改善するためのマネジメント・システムが中央とモデル県において

関係者の積極的な参加により強化される。 

 

 （3）アウトプット 

1． 研修情報システムがモデル県と中央レベルにおいて確立される。 

2． ネットワークシステムがモデル県と中央レベルにおいて強化される。 

3． MR（Minimum Requirements：郡病院が最低限遵守すべき10項目）と総合的小児疾患管

理（Integrated Management of Childhood Illness：IMCI）がモデル県と中央において確立

される。 

4． 中央とモデル県においてIEC（Information、Education、Communication：情報、教育、

コミュニケーション）機能が向上する。 

5． モデル県と中央レベルにおいて、計画・実施・モニタリング・評価・及びフィードバ

ックの活動サイクルが実施される。 

 

 （4）投入（2007年6月時点） 

   ＜日本側＞ 

1）派遣専門家 

長期専門家8名、短期専門家37名（延べ数）が、技術移転のために派遣された。 

 

2）機材供与 

2007年6月末までの時点に、プロジェクト活動のために、合計で3,918万5,886円の資

機材が供与された。 

 

3）研修員受入 

42名のカウンターパートが日本での研修を受けた。また、90名のカウンターパート

がタイ王国（以下、「タイ」と記す）での研修を受けた。 

 

4）現地活動費 

2007年6月までに、合計87万4,415.16米ドルが費やされている。 

 

   ＜ラオス側＞ 

1）カウンターパート配置 

すべての適切な分野の必要な人員がプロジェクトに配置された。中央と県レベルの
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合計で、72名が主要なカウンターパートとして任命された。 

 

2）業務運営費の配置 

2007年4月時点において、合計2億1,795万8,480KipがKIDSMILEの運営に必要な予算と

して配置された。 

 

3）施設供与 

プロジェクト実施に必要な土地・施設が供与された。 

 

２．終了時評価調査団の概要 

調査者 

総括/団長：森 千也 JICAラオス事務所 所長 

保健マネジメント：杉下 智彦 JICA国際協力専門員 

地域保健：仲佐 保 国立国際医療センター国際医療協力局 派遣協力2課 課長 

小児保健：堀越 洋一 ラオス保健省 保健医療協力計画専門家 

評価分析：古谷 典子 グローバル・リンク・マネジメント株式会社 研究員 

評価企画：浅岡 浩章 JICAラオス事務所 プロジェクト担当所員 

調査期間 2007年5月7日～2007年6月12日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績 

 （1）プロジェクト目標：「小児保健サービスを改善するためのマネジメント・システムが中央

とモデル県において関係者の積極的な参加により強化される」 

   終了時評価調査時点において、プロジェクト目標はほぼ達成されている。 

 

根拠：県や郡病院で保健サービスを利用する5歳未満児の数は、増加のトレンドにある（指

標1）。この増加の背景には、保険制度の導入などプロジェクト以外の要因も存在するが、

MR実施などを含むマネジメント向上に取り組む本プロジェクトの実施も貢献していると

現場の関係者は実感している。また、2007年の初頭に実施された保健施設に対する不満足

度調査の結果によると、県や郡病院での保健サービス利用者の不満足度は減少してきてい

る（指標2）。具体的には、MR活動の一部として取り組む職員の態度の向上や清潔な施設の

維持という点が、KIDSMILEが対象とする施設のほぼすべてにおいて、改善点として指摘さ

れている。本プロジェクトがめざして取り組んでいるマネジメントの改善の結果と、他ド

ナーが取り組む病院の施設・環境の改善とがあいまって、これら施設におけるサービス利

用者の不満足度が減少するという変化が起こってきたとみることができる。さらに、モデ

ル2県において病院利用者によってMR活動に関連する保健サービスが明確に認識され、ま

た、そのことによって自分たちが利益を受けていると実感している。このような事実から、

県から保健省中央に報告する体制を改善し郡や県のMR実施状況を保健省中央がどのよう

に上手にモニターしていくのかという今後の課題も存在しているものの、巡回指導（Face to 

Face Communication：FFC）や郡会議などのKIDSMILEの他システムの実施と連動して郡と

県及び中央がそれぞれの役割を分担し、MRがモデル県において機能している、換言すれば、
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達成していると判断できる（指標3）。加えて、上記に示された指標の達成のみならず、情

報共有や率直な議論の場をもつことができるようになったことで郡や県の主体性が強化さ

れ、その結果として、従来はトップダウンであった意思決定が、よりボトムアップなもの

へと変化してきている事実もプロジェクト目標達成を裏づけている。 

 

 （2）各アウトプット 

アウトプット1：「研修情報システム（Training Information System：TIS）がモデル県と中

央レベルにおいて確立される」 

アウトプット1の達成に向けた活動は、実施されてきており現在も進行中である。しか

しながら、終了時評価調査段階においては、当初に期待した水準までには到達していな

い。その理由は以下のとおりである。 

根拠：研修コース情報システム（Training Course Information System：TCIS）は保健省

中央により分析され、配布されていると判断することができ（指標2）、モデル県におけ

る研修個人情報システム（Training Personnel Information System：TPIS）データの更新状

況、サマリーが作成状況（指標3）は予定どおりといえるが、指標1と指標4の達成につい

ては、これからのプロジェクト終了時までに達成される予定である。研修の計画にこれ

らの情報が生かされつつあるものの人的資源開発に十分に活用されていると表現するま

でには至っておらず、また、データベースプログラムの維持など今後の課題も存在して

いる。 

 

   アウトプット2：「ネットワークシステムがモデル県と中央レベルにおいて強化される」

アウトプット2の達成度は高い。その根拠は以下のとおりである。 

根拠：無線交信（Voice to Voice Communication：VVC）の実施、記録状況は、ウドムサ

イ県では完全に90％を越え、ビエンチャン県に関しては、ほぼ90％近いところにあり（指

標1）、FFC（Face to Face Communication）の年間実施頻度は、年間ほぼ4回近く実施され

ている（指標2）。中央においても県レベルにおいても、定例会は、ほぼ月1回の割合で開

催されてきていることが確認された。ワークショップでは、この定例会も、情報共有の

ために役立った改善点、今後も継続していきたいこととして指摘されている。加えて、

すべてのワークショップにて指摘され、明らかにされた「他の組織の改善点」として、

保健省、県、郡、ヘルスセンター（Health Center：HC）、コミュニティーの縦の連携、そ

れぞれの横の関係機関の連携が挙げられた。特に、FFCは、チームで行っているので、多

様な専門性で対応できるようになり、また、ビエンチャン県では担当地域を分担して行

うなど体制が整えられてきている。 

 

   アウトプット3：「MRとIMCIがモデル県と中央で確立される」 

アウトプット3は達成されている。その根拠は以下のとおりである。 

根拠：MRに関する自己評価シートは既に作成され（指標1）、MRに基づいた全郡の目

標達成度は目標値の80％を超えている（指標2）。また、モデル県で総合的小児疾患管理

（Integrated Management of Childhood Illness：IMCI）トレーニングを受けた職員数は目標

値である150名を超えており（指標3）、IMCIの実施率は、上昇している（指標4）。さらに、
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IMCI研修を受けたスタッフの診断・治療能力は上昇していると裏づけられるデータが確

認されている（指標5）。 

 

   アウトプット4：「中央とモデル県においてIEC機能が向上する」 

アウトプット4は十分に達成されており、中央とモデル県においてIEC機能は向上した。

その理由は以下のとおりである。 

根拠：すべての指標が達成されている。保健省保健情報教育センター（Center of 

Information and Education for Health：CIEH）のメディアプランナーとしての能力判定スコ

アーは着実に増加しており（指標1）、各モデル県とCIEHの連携・実施する活動数は毎年5

件以上を超えている（指標2）。さらに、キャンペーン参加者の知識と行動の変化に関し

ては両県ともに改善してきていることがKAP （Knowledge、Attitude、Practice）調査によ

り判明している。加えて、キャンペーンの実施を通して、ロジスティクスを含む運営を

郡レベルで実施することが可能なまでになってきていることもIEC機能の強化を裏づけ

る根拠となる。 

 

   アウトプット5：「モデル県と中央レベルにおいて、計画、実施、モニタリング、評価、

及びフィードバックの活動サイクルが実施される」 

アウトプット5は達成されている判断できる。理由は次のとおりである。 

根拠：プロポーザルフォームが既に策定され活用されており（指標2）、このフォーム

を使用して計画された活動の実施率（指標1）は、ビエンチャン県では84％と目標値80％

を超え、ウドムサイ県でも74％とほぼ目標値に近い数値に達している。プロポーザルフ

ォームに沿った報告書の提出度合（指標3）は、中央、モデル県ともほぼ100％に近い状

態になっている。小さな改善の数（指標4）は、次第に積み重ねられており、現在合計で

16件が共有されている。これらの指標の達成に加えて、活動の経験から教訓を得て次の

ステップへ生かすという点が本プロジェクトでの大きな学びであり今後も継続していき

たい点であると関係者は考えている。 

 

３－２ アウトプット、プロジェクト目標・上位目標の達成状況 

アウトプットが着実に達成されつつあることを受け、プロジェクト目標もほぼ達成されたこ

とが確認された。それに引き続く上位目標の達成見込みについては、統計的数値をもってモデ

ル県における5歳未満児の死亡率が減少する見込みを現段階で示すことが困難であるが、本プロ

ジェクトのカウンターパートたちは、保健医療・保健行政従事者として現場にいる実感から、

MRや臨床IMCIの実施、子どもの日イベントなどを通した健診者数の増加に本プロジェクトが貢

献してきた事実にかんがみて、プロジェクト終了後3年から5年後には、子どもの死亡率がモデ

ル県であるビエンチャン県、ウドムサイ県において下がると考えている。また、終了時評価調

査時点でMRは上記目標2の実用的システムに該当するものとして考えられ、今後モデル県を越

えた地域での活用を視野に入れて、検討される段階にある。このように、プロジェクト目標は

上位目標の達成に着実に貢献しており、ラオス政府が本プロジェクトによる成果を広げていく

努力と行動を今後取ることを前提にするならば、すなわち、関係者による今後の行動を含む一

定の条件が満たされるならば、上位目標は今後数年間という時間をかけて達成していくであろ



 

vi 

うことが見込まれる。 

 

３－３ 評価結果の要約 

 （1）妥当性 

妥当性は極めて高い。5歳以下の子どもの死亡率がいまだに高いラオスにおいて、子ども

の健康改善をめざしたマネジメント強化という図式である本プロジェクトの上位目標、プ

ロジェクト目標はラオスにおける子どもの健康に関する保健医療政策に一致している。ま

た、マネジメントは、保健医療・保健行政に係る組織において、それら組織及びそこで働

く人材にとっての業務上の弱点であることから、ターゲット・グループである保健医療・

保健行政従事者のニーズとも整合している。さらに、プロジェクト目標・上位目標は、日

本政府のラオスに対する援助方針に合致する。 

 

 （2）有効性 

終了時評価調査時点において、プロジェクト目標はおおむね達成されていること、また、

設定された5つすべてのアウトプットが、プロジェクト目標達成に向けて貢献していること

から、有効性は高いと判断できる。 

 

 （3）効率性 

プロジェクトの効率性は満足のいく水準であると判断される。日本及びラオス両国によ

る投入は、期待されるアウトプットを産出するためにおおむね必要かつ十分なものであり、

プロジェクトは当初期待したアウトプットをおおむね達成し、さらには、プロジェクト目

標レベルでの効果である小児保健サービスを改善するためのマネジメント・システムが強

化されてきているという状態も出ていることがその理由である。 

 

 （4）インパクト 

いくつかのプラスの効果が得られ、また発展しつつあることが確認され、プロジェクト

の正のインパクトは以下のとおり高い。まず、意図しなかったプラスのインパクトとして、

全国の保健医療・保健行政従事者を対象とする雑誌が、カウンターパートとしてかかわっ

ている職員の発案により6年ぶりに再発刊されたこと、ウドムサイ県において県病院が新生

児と母の家庭訪問による健診を開始したこと、ビエンチャン県においてFFCが郡からヘルス

センターへ実施されるに至っていること、施行された学校保健政策に基づき保健省、教育

省から成るタスクフォースが政策を実施に移しつつあること等が挙げられる。 

また、長期的なプラスのインパクトである上位目標については、上位目標1の「モデル県

における子どもの健康水準が改善される」は、外部条件が満たされるならばプロジェクト

終了後数年以内に達成されるであろうと関係者は考えている。また、上位目標2の「プロジ

ェクトにより設立された実用的なシステムが中央レベルとモデル県を越えて活用される」

という状態が実現するか否かは、今後中央レベルにおける保健省の行動にかかっているが、

現在その実現に向けた動きが始まっている。 

なお、負のインパクトについては、特に観察されなかった。 
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 （5）自立発展性 

ビエンチャン県とウドムサイ県において今後もプロジェクト効果発現による利益を得続

けることができるのか、すなわち、モデル2県における継続性という観点からの自立発展性

は、ある程度高いと見込まれる。もし、財政的な側面からの自立発展性が更に確かなもの

になれば、自立発展性はより高いものとなろう。 

KIDSMILEの採ったアプローチが、全国へと拡大するという目的に向けて自立発展的であ

るのかどうかについては、関係者による行動を含む一定の条件が満たされるならば、今後

数年間という時間をかけて達成していくであろうことが見込まれる。自立発展性の詳細に

ついては以下のとおりである。 

 

1）組織的自立発展性 

政策レベルでの支援はプロジェクト終了後も存続することが見込まれることから、組

織的な観点からの自立発展性は高い。 

 

2）財政的自立発展性 

カウンターパート機関、なかでも県レベル以下の組織において財源確保のための多大

なる努力がなされてきたことは評価に値する。しかしながら、MR導入に係る初期投資費

用やFFCを含めた統合的なMRメカニズムを維持するための費用は、県以下の組織にとっ

て容易ならざる負担である。保健省中央からの財政的支援に関しては、他ドナーからの

支援の可能性について言及もあったが、このような支援が期待できるということであれ

ば自立発展性もより確かなものとなる。 

 

3）技術的自立発展性 

技術的関点からの自立発展性は、a）知識とスキルの向上、b）組織間の調整、c）従事

者の意識向上、の点から高いと判断される。詳細は、以下のとおりである。 

 

a）知識・スキルの向上という観点から 

カウンターパートを含む中央やモデル県の保健医療・保健行政従事者の、質の高い

保健サービスのためのマネジメントにおける知識やスキルは向上した。移転された技

術とは、プロジェクト目標の表現として表出する「マネジメント・システム」と表現

できるが、これは、個人的なレベルのものから、集合的・組織的なレベルのものまで

存在している。 

 

b）組織間の調整という観点から 

保健省、県保健局、郡保健局の縦の連携、また、各行政水準における異なる部局の

調整状況が改善され、よく機能している。VVC、FFC、定例会議や合宿を通じた記録、

報告、モニタリングは、関連全組織の縦の連携、横の連携をより緊密なものにしてい

る。特に、県保健局と郡保健局の密接な連携は、モニタリングという点で、マネジメ

ント・システムが機能するために重要な役割を果たすこととなっている。 
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c）従事者の意識向上という観点から 

マネジメントにおける変化の根底には、カウンターパートを含む保健医療・保健行

政従事者たちの意識変化がある。彼・彼女らは今や、チームワークや関連機関の調整

の重要性を認識し、高い責任感を保持し、主体性をもってボトムアップの意思決定を

行うようになってきている。すなわち、上司からの命令を受身に待つのではなく、何

をなすべきかを自ら考えるようになってきている。その結果、働く態度を含むワーキ

ング・スタイルに影響を及ぼすことになった。このような意識・心構えの変化により、

追加的な予算が仮になくとも、保健医療・保健行政従事者である彼・彼女たちは、こ

れまで述べたような実践（変化）を継続し、また、その結果として提供するサービス

の質を上げることをしていくことが可能である。 

 

３－４ 効果発現に貢献・阻害要因 

計画内容に関する発現要因として、アウトプット間の連動が相乗的な効果を生み出している

こと、マネジメントの基礎形成がすべての効果発現の背景に存在することが挙げられる。また、

実施プロセスに関する発現要因としては、本プロジェクトが基本姿勢として貫いてきた柔軟な

計画策定、既存資源の活用、コストシェアリング、合宿、という4点に加えて、県レベルへの日

本人長期専門家を配置したこと、研修を受けたカウンターパートが研修に続く日常業務のなか

で、研修で学んだ内容を業務として即座に実践できる環境設定も効果発現に貢献した。 

 

３－５ 結論 

プロジェクト目標は、指標達成度やその他の達成を裏付けると考えられる状況があることを

根拠に、終了時評価調査時点においてほぼ達成されていると判断される。評価5項目の観点から

は、プロジェクトの妥当性は非常に高く、有効性も高い。効率性の度合いも十分なものである

と判断され、正のインパクトも高い。自立発展性に関しては、モデル県における継続性という

観点からは、一定程度高いことが見込まれるが、一方で、プロジェクトの成果を全国的に広げ

ていくという展開の観点からの自立発展性については、中央の保健省によって今後とられる普

及や予算に係る措置に依存しており、その意味で一定の条件が満たされれば確保されることが

見込まれる。 

 

３－６ 提言 

 （1）プロジェクト終了時までに取るべき措置 

モデル県においてMR実施を継続していくために； 

① プロジェクトはMRの全体構造を整理し、これを中央－県－郡の各レベルの間で共

有する。 

② 保健省治療局は2県をモニターし必要に応じて訪問指導を行う。 

③ プロジェクトは、MR継続の責任者、役割、手順、予算などについて現実的な計画

を準備する。 

 

MRがモデル県以外の県へ普及していくために； 

④ プロジェクトは以下の諸点に配慮しつつ、MRを他県に展開することに関して意見
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交換を行い合意を形成する。 

a）既存のMRを尊重しつつ、郡病院のどの機能をMRを通じて改善することをめざす

のか、具体化する。 

b）MR展開の責任者、役割、手順、予算などについて現実的な計画を準備する。 

⑤ TISの意義及び今後の方針についてプロジェクトは再確認する。その際に、本シス

テム確立のためには保健セクター全般にわたる協調及び協力が不可欠である点に

留意する。 

⑥ プロジェクト終了後の自立発展を確保するための終了戦略の一環として、プロジェ

クトは日本人専門家の関与を徐々に間接的な支援へと移行する。 

 

 （2）プロジェクト終了後のために取るべき措置 

⑦ 保健省は、子どもの健康キャンペーンのモデルをモデル県以外の県の既存の活動に

適用する。 

 

３－７ 教訓 

① プロジェクト目標である「県及び中央政府のマネジメント能力の強化」が、行政機能の

みならず、小児保健サービスの質と量の改善に貢献できることが確認された。 

② カウンターパートの主体性を尊重することにより、プロジェクト活動に対する動機づけ、

使命感、責任感などを育てることができた。 

③ プロジェクト・デザインやその改定作業における柔軟性は、その過程において双方が試

行錯誤することにより、キャパシティ・ディベロップメントの原動力となった。 

④ プロジェクト現場における「活動サイクル」の実践は、あらゆる行政レベルにおける保

健行政官及び保健サービス提供者のマネジメント姿勢の変化を促進した。 

⑤ 緊密で双方向のコミュニケーションの機会の創出と工夫は、子どもの健康改善のための

さまざまな関係者を連携する強力な牽引力となった。 

⑥ プロジェクトで考案・導入されたMR活動は、子どものための保健サービス提供を改善す

るための画期的な工夫である。 
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Summary of Terminal Evaluation 
I. Outline of the Project 

Country：Lao P.D.R. Project title：Project for Strengthening Health Services for 

Children 

Issue/Sector：Health Cooperation scheme：Technical Cooperation Project 

Division in charge：JICA Laos Office Total cost：585 Million JPY  

 

Period of 

Cooperation 

(R/D):2002/8/30  

 

Partner Country’s Implementing Organization：Ministry of 

Health, Oudomxay and Vientiane Provinces 

Supporting Organization in Japan： 

International Medical Center of Japan 

Related Cooperation：Pediatric Infectious Disease Prevention Project(PIDP) 

1 Background of the Project 

JICA had been assisting the health and medical sector of Lao P.D.R. since early 1990s through the 

Public Health project (1992-98) and PIDP(1998-2001). After the PIDP, the Ministry of Health of Lao 

P.D.R. made the official request for the continuous support including infectious disease prevention and 

school health promotion. According to the request, JICA had conducted the short survey and concluded 

the necessity of improving the health system from the district level. JICA conducted the further 

preparatory survey and signed the Record of Discussion(R/D) to commence the project.     

The Project for Strengthening Health Services for Children was commonly known as the name, 

“KIDSMILE” and it commenced in November, 2002. The project had the unique characteristics such as 

the enhancing the ownership, health system strengthening and the capacity development approach. The 

Project design matrix (PDM) had the larger flexibility comparing with other project and the project had 

modified the project contents by referring the process and situation of the project, even those aspects 

had caused some confusion and misunderstandings in the early project stage. The monitoring mission 

in 2003 had made the advices on the PDM and the Mid-term evaluation had suggested the further 

modification. These processes had made the project objective and principles more clearly among Lao 

and Japanese sides. This terminal evaluation was conducted on the PDM 2 modified based on the 

mid-term evaluation. 

 

2 Project Overview 

(1) Overall Goal 

1. The health standard of children is improved in target provinces 

2. Practical systems established by Project are utilized beyond the central level and  

target provinces. 

(2) Project Purpose 

Management system for child health services is strengthened among the MOH and target 

provinces with various levels’ participation. 

(3) Outputs 

1) Training Information System is established at target provinces and at central level. 

2) The Network System is strengthened at target provinces and at central level. 

3) MR and IMCI are established at target provinces and at central level. 

4) Capacity of Information, Education and Communication is improved at target provinces and at 

central level. 

5) Activity Cycle of planning, implementation, monitoring, evaluation and feedback are carried out at 
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target provinces and central level. 

(4) Inputs 

Japanese side： 

Long-term Expert; 8   Short-term Expert; 37   Equipment  39,185,886 Yen 

Local cost  682,225.16 US dollars  Trainees received; 42  

    Total Cost; 585 Million JPY(As of the terminal evaluation)   

Lao Side： 

Counterpart; 72 (in Central and Provinces)  

Land and Facilities; Office, Training Facility   

Local Cost  217,958,480 Kip  

 

II. Evaluation Team 

Members of 

Evaluation 

Team 

 

(1) The Japanese team 

Mr. Senya Mori, Resident Representative of Laos Office, JICA 

Dr. Tomohiko Sugishita, Senior Advisor (Health/Medicene), JICA 

Dr. Tamotsu Nakasa, International Medical Center of Japan 

Dr. Yoichi Horikoshi, Adviser to Ministry of Health of Lao P.D.R. 

Ms. Noriko Furutani, Global Link Management, Inc. 

Mr.Hiroaki Asaoka, Assistant Resident Representative of Laos Office, JICA 

 

(2) The Lao team 

Dr. Nao Boutta, Deputy Director, Cabinet, MOH 

Ms. Sengchanh Kounnavong, National Institute of Public Health 

Dr.Khampheth Manivong, Acting Director, Department of Planning and Budgeting, MOH 

Mr.Khampheng Chittavong, Vice Governor, Oudomxay Province 

Mr.Khammeung Phongthady, Vice Governor, Vientiane Province 

Period of 

Evaluation 

 7/May/2007~ 13/June/ 2007 Type of Evaluation：Terminal Evaluation

III. Results of Evaluation 

1 Achievement  

Output 1:Traininig Information System is established at target provinces and at central level. 

Activities for Output 1 were conducted and on the progress, but did not reach to the original target at time 

of terminal evaluation.  There is room to be improved. 

The magnitude of utilization for human resource management is not sufficient as originally expected. There 

are still difficulties in maintenance of database program, data collection, further utilization, etc.   

 

Output 2: The Network System is strengthened at target provinces and at central level. 

The achievement level of this output is high. The performance of VVC(Voice to Voice Communication) 

and FFC are mostly achieved as targeted. Information sharing through this regular meeting and DHO 

meeting was also pointed out as the one of the important improvements. 

 

Output 3: MR and IMCI are established at target provinces and at central level. 

Output 3 can be described as achieved because of the following facts. The achievement degree of MR of 

all district's objectives is more than 80％ as targeted. The number of staff who received the IMCI 

(Integrated Management of Childhood Illness) training in target provinces is more than target figure, 247 
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in total.  The implementation rate of IMCI is increasing. According to the result of the detailed IMCI 

evaluation; clinical skill of staff trained for IMCI is improving. 

 

Output 4: Capacity of Information, Education and Communication is improved at target provinces and at 

central level. 

The achievement level of this output is high. According to Media planner evaluation(Capacity 

assessment by 5 grade in needs survey, planning/media development/ implementation/evaluation of 

activity) for CIEH-MOH, the score on average has been increased from 2.3 in 2003 to 4.2 in 2006. 

According to the result of KAP survey, conducted in 2006 and 2007, positive changes in Knowledge, 

Attitude and Practice of participants in Campaign has clearly been observed.  

 

Output 5:Activity Cycle of planning, implementation, monitoring, evaluation and feedback are carried 

out at target provinces and central level. 

Output 5 has been achieved, judged from the following facts.  Implementation status of activities that set in 

annual plan is almost 80%. The proposal form, designed and distributed by May 2004, is used.  The degree 

of submission of activity report utilizing the proposal form designed is becoming to almost 100%. 

 

Project Purpose: Management system for child health services is strengthened among the MOH and target 

provinces with various levels’ participation. 

The project purpose is mostly achieved at the time of terminal evaluation, judging from the following points.

1) The trend of number of the population under 5 who receive the health services at provincial and 

district health facilities is steadily increasing by the contribution from the project and other factors. 

2) Dissatisfaction rate of health services users at provincial and district health facilities has been 

decreased. 

3) MR (Minimum Requirements) is functioning well in two target provinces in the sense that it is 

implemented with other KIDSMILE system such as FFC(Face to Face Communication), 

DHO(District Health Office) meeting although some points have not been sufficient.   

In addition, more initiatives from districts and bottom-up decision-makings, based on information 

sharing, frank discussion and the closer linkage of various organizations both vertically and horizontally, 

have been brought about.   

 

Overall Goal: 1. The health standard of children is improved in target provinces,  

2. Practical systems established by Project are utilized beyond the central level and target 

provinces. 

It is estimated, at the time of evaluation, that overall goal will be achieved within several years from 

now if some conditions are met. 

Indicator for overall goal 1 is mortality rate of children under 5 years old in the target provinces, but it is 

difficult to obtain the quantitative data in exact figure to prove the projection of mortality rate of children 

under 5 year-old since there is no statistical data of mortality by province and national census is only 

conducted every 10 years. However, all the counterpart personnel interviewed believe that mortality rate 

of children under 5 in target provinces will be reduced within 3-5 years with the positive effects from the 

Project outputs. Regarding with indicator for overall goal 2, at least one of the practical systems 

established by the Project and could be extended to other provinces than target areas is MR. Currently, 

MR is under review towards the creation of MR guideline. 
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2 Summary of Evaluation Results 

(1) Relevance 

The Project has been highly relevant with the development needs on the child health problems, and Lao 

Policies such as NSEDP and Health Strategy up to 2020. It is also consisted with Japanese ODA policy to 

Lao P.D.R.  

 

(2) Effectiveness 

The effectiveness of the Project is high by referring the degree of achievement of the project purpose 

and outputs. All the outputs have been contributing to achievement of the project purpose.  

 

(3) Efficiency 

The efficiency level of the Project is sufficient. Input by both Japanese and Lao sides were mostly 

necessary and sufficient to produce the intended outputs in terms of the timing, quality and quantity of the 

dispatch of Japanese experts, the time and content of counterpart training courses and the provided 

equipment. The number of counterparts allocated by Lao side was sufficient. 

 

(4) Impact 

Impact of the Project is highly positive. Overall goal 1“The health standard of children is improved in target 

provinces” will be realized if the external conditions are met with in several years. As for overall goal 2, 

“Practical systems established by Project are utilized beyond the central and target provinces” is depending 

on the actions to be taken by MOH at central level. No negative impacts are observed.   

 

(5) Sustainability 

The sustainability of the Project was analyzed from the following two points, namely continuity of the 

outcome in two target provinces (vertical sustainability) and the MOH’s sustainability in terms of 

extension of the KIDSMILE approach nationwide (horizontal sustainability) towards the overall goal. 

The sustainability of the Project outcome in the two target provinces can be judged as high at certain 

level. On the other hand, it was judged by the Team that the possible extension of benefits from the 

Project nationwide (horizontal sustainability) depends on the coming actions to be taken by MOH at 

central level. If the financial aspect is back up further, sustainability would be strengthened. 

The reasons for the above statement is as follows,  

1) Organizational sustainability 

The current support at the policy level seems to continue after the Project.  The five-year plan of health 

sector, covering for 2006-2010, of Vientiane province stipulates better quality health service by using MR as 

a district hospital strategy in priority direction.  Besides, the probability of the replication of the practical 

systems, attained in the Project, to other areas than target provinces, can be said as high because the 

preparation for MR extension nationwide is under way at central level. 

2) Financial sustainability 

It is highly regarded that counterpart personnel especially at provincial level and below has been 

making great efforts on cost effective performance as well as finding financial resources. However, the 

initial investment necessary to start MR and to keep the total mechanism of MR together with FFC 

require some financial resources that is not easy for provincial level and below. If the budget limitation 

of MOH will be overcome, consequently sustainability of the Project from financial aspect is going to 

be secured. 
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3)    Technical sustainability 

The sustainability of the Project from the technical aspect is high based on the following points; (i) 

Increase in knowledge and skills, (ii) Coordination among various organizations, (iii) Positive changes 

in implementers’ consciousness. 

 

3 Factors that promoted/impeded realization of effects 

(1) Factors concerning to Planning 

1) Interaction of all outputs; 

Although it was not originally intended, one of the possible factors that promoted to achieve the 

project purpose is the interaction of outputs.  They are closely related each other and produced 

synergy effect towards the project purpose.  

2) Flexibility of the project design; 

The project had the large flexibility on the project design, which was important for the project. 

However, it can be said that the flexibility made some confusion and misunderstanding among the 

relevant persons in the early stage. 

 

(2) Factors concerning to the Implementation Process 

The below issues has produced the positive effects on the project implementation and outcomes. 

1) Cost sharing and utilization of existing resources 

2) “Intensive Discussion” 

3) Allocation of Japanese long-term expert at provincial level   

4) Training followed by practice 

 

4 Conclusion 

The Project is highly relevant and the effectiveness of the Project is also high.  The efficiency level of the 

Project is sufficient while the impact of the Project is positively high.  The Team judged the sustainability 

of the Project in terms of continuity of the outcome in target provinces (vertical sustainability) is high at 

certain level.  On the other hand, it was judged by the Team that the possible extension of benefits from 

the Project nationwide (horizontal sustainability) depends on the coming actions to be taken by MOH at 

central level.   

 

5 Recommendations 

(1) Measures to be implemented before the termination of the Project 

For the continuity of MR in the target provinces; 

1) The Project reviews the whole mechanism of MR and shares among central, provincial and district 

level.   

2) DOC monitors over two provinces and provides supervisory visits upon necessity. 

3) The Project prepares the feasible plan, specifying the responsibility, role, procedure and budget of 

MR continuation. 

 

For the extension of MR to the other provinces than target provinces; 

4) The Project holds discussion meeting to make agreement on the extension of MR to other provinces 

than target provinces with consideration on the following points; 

a) To identify the facility’s functions to be strengthened at district level respecting the  

items of actual MR.   
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b) To prepare the feasible plan, specifying the responsibility, role, procedure and budget of MR 

extension. 

 

5) The Project reconfirms the significance and direction of TIS after the termination of the Project. 

TIS is functional only if sector-wide coordination works well. 

6) The Project plans the gradual withdrawal of Japanese expert as a part of exit strategy to secure the 

sustainability after the termination of the Project. 

 

(2) Measures to be taken for after the termination of the Project 

1) MOH promotes application of the model of Child Health Campaign to the existing activities in other 

provinces. 

 

6 Lessons Learned 

1) Developing capacities in management system at central and provincial levels contributes to the 

improvement in service provision of child health. 

2) Esteeming of initiatives of counterpart personnel fosters a sense of motivation, commitment and 

responsibility. 

3) “Flexible” process in designing and modifying project components provides opportunities to 

encourage capacity development. 

4) Practice of “activity cycle” changes minds and attitudes of health administrators and service 

providers. 

5) Providing opportunities of interactive communication intensifies commitments from various actors 

towards improving child health. 

6) MR is an innovative device to improve quality of service delivery in child health. 

 

                                                                          (END) 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）の保健状況は、短い平均寿命と高い出生率に

特徴づけられ、周辺国と比較し乳児死亡率や妊産婦死亡率の高さが際立っている。医療従事者の

質と量の低さ、医療施設へのアクセスの悪さ、慢性的な予算不足といった多様な要因があり、改

善に向けた道のりは遠い。JICAはこれまで地域住民への保健サービスの改善に向けて、公衆衛生

プロジェクト（1992年～1998年）、小児感染症予防プロジェクト（1998年～2001年）を実施してき

た。JICAを含めた援助機関の支援により一定の改善はみられたが、ドナーによる多大な投入に比

してラオス側の主体性や自立発展性が不十分であったため、協力終了後に成果や活動が定着しな

いという状況があった。この反省に基づき、ラオス側のキャパシティとニーズに合った協力を実

施すべく、2002年に短期調査を含む事前評価調査により本プロジェクトが形成され、2002年11月

より開始された。 

本プロジェクトは、保健省中央とビエンチャン県、ウドムサイ県のモデル2県を対象に、小児保

健サービス改善のためのマネジメント強化をめざし、研修情報システム構築、ネットワーク強化、

郡病院のサービス改善に向けたマネジメントと小児疾患診断能力の強化、保健教育の推進といっ

た活動を行ってきた。 

本調査は、プロジェクト開始から4年半を過ぎ、協力期間終了まで半年を残す時期となったこと

から、これまでの活動実績について確認し、評価5項目の観点から関係者と討議のうえ、プロジェ

クトの達成度を確認するとともに、残りの期間で取り組むべき事項の整理と今後の協力に役立つ

教訓の導きを目的に実施されたものである。ラオス側関係者とは以下4点を評価の目的として共有

し、実施した。 

 1．プロジェクトが一貫して重視してきた「活動モニタリング」とその「評価」を、5年間の総

仕上げとして、ラオス側日本側合同で実施する好機とする。 

 2．プロジェクトを通じて、マネジメントシステムがどのように強化されたのか、生じた変化を

確認する。 

 3．プロジェクトを通じて得られ、他の重要保健課題にも役立つ、また改善につながるような、

経験や教訓を確認して共有する。 

 4．プロジェクト終了後も、ラオス側が自分達で継続していくべきことを明らかにする。 
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１－２ 合同調査団の構成 

＜日本側＞ 

 担当分野 氏 名 所 属 現地調査期間 

1 団長・総括 森 千也 JICAラオス事務所 所長 2007.5.7～6.12 

2 保健マネジメント 杉下 智彦 JICA国際協力専門員 2007.5.28～6.12 

3 地域保健 仲佐 保 

国立国際医療センター（IMCJ）国際

医療協力局 

派遣協力2課 課長 

2007.5.31～6.12 

4 小児保健 堀越 洋一 
ラオス保健省 

保健医療協力計画専門家 
2007.5.7～6.12 

5 評価分析 古谷 典子 
グローバルリンクマネジメント株式

会社 
2007.5.7～6.12 

6 評価企画 浅岡 浩章 
JICAラオス事務所 

プロジェクト担当所員 
2007.5.7～6.12 

 

＜ラオス側＞ 

 担当分野 氏 名 所 属 

1 評価総括 Dr. Nao Butta 保健省 官房副局長 

2 評 価 Dr. Sengchanh Kounnavong 国立公衆衛生院 研究課長 

3 評 価 Dr.Khampheth Manivong 保健省計画予算局 局長代理 

4 評価（県での特別参加） Mr.Khampheng Chittavong ウドムサイ県副知事 

5 評価（県からの特別参加） Mr.Khammeung Phongthady ビエンチャン県副知事 

 

１－３ 主要面談者 

（1）ラオス側関係者 

1）保健省中央（Ministry of Health：MOH） 

Ms. Chanthanom MANODHAM Director, Cabinet 

Prof. Sommone Phounsavath Direcotr, the Curative Department 

Dr. Bounfeng PHOUMMALAYSITH Deputy Director, Cabinet 

Dr. Somchith AKKAVONG Deputy Director, Dep. of Hygiene and Prevention 

Dr. Chanphomma VONGSOMPHANH Deputy Dirctor, Dep. of Curative Medicine 

Dr. Phouthone VANGKONEVILAY Deputy Director, Dep. of Personnel and Organization 

Dr. Latsamy Thommavong Technical Staff, Department of Hygiene & Disease 

Prevention 

Dr. Khamphong Phommachanh Technical Staff of Cabinet 

Dr. Viengsavanh Phanhmanyvong Technical Staff, the Curative Department 

Dr. Chansawang Vongkhamsao Technical Staff, the Department of Personnel and 

Organization 

Dr. Anothay Kongsayasak Deputy Director, Center of Information Education for 

Health 
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2）ウドムサイ県保健局 

Dr. Khamphanh XAYAVONG Director, Provincial Health Office 

Mr. Chantha SI-ONKEO Deputy Director, Provincial Health Office 

Dr. Bounchanh Sengsoulivanh Deputy Director, Provincial Health Office, 

Dr. Southone LOUANGXAYSY Chief, Technical Administration Section 

Dr. Vanthong Nitsady Chief of Mother and Child Section 

 

3）ビエンチャン県保健局 

Dr. Soukphathay SORPASERT Director, Provincial Health 

Dr. Khamphiane Vanmany Deputy Director, Provincial Health Office 

Dr. Thonglien Singngot Deputy Director, Provincial Health Office 

Dr. Bounnao PHACHOMPHONH Deputy Chief, Technical Administration Section 

Dr. Paokoulee Lieynou Chief of Technical Section 

Dr. Viengmany KEOMAHAVONG Chief, Mother and Child Health Section 

 

 （2）他機関関係者 

Ms. Michiko Suga Social Sector Specialist, Asia Develepment Bank 

Dr. Keo Vongsouvanh Health Advisor, Lux-Development S. A. 

Dr. Frank Haegeman Coordinator Technical Assistance,Health System 

Reform and Malaria Control Project, BTC 

 

 （3）日本側関係者 

子どものための保健サービス強化プロジェクト 

岩本 あづさ チーフアドバイザー 

鈴木 ケイ 業務調整 

岡林 広哲 小児保健 

池田 絹代 地域保健（ウドムサイ県） 

曽根 和枝 地域保健 

仲里 麻也子 IEC 



 

－4－ 

１－４ 調査期間 

2007年5月6日～6月13日（39日間）＜現地調査期間 5月7日～6月12日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日順 日付 曜日

総括 評価分析 小児保健 評価企画 保健マネジメント 地域保健
1 2007/5/6 日 NRT→BKK→VTE

2 2007/5/7 月

3 2007/5/8 火

4 2007/5/9 水

5 2007/5/10 木

6 2007/5/11 金

7 2007/5/12 土

8 2007/5/13 日

9 2007/5/14 月
ワークショップ準備
専門家ヒアリング

10 2007/5/15 火
ワークショップ準備
14：00-14：50　VTE-ODX

11 2007/5/16 水 ワークショップ準備、ウドムサイ県CPへのヒアリング

12 2007/5/17 木 県保健局対象のワークショップ（ウドムサイ県）

13 2007/5/18 金 郡保健局対象のワークショップ（ウドムサイ県）

14 2007/5/19 土
専門家へのヒアリング、
13：20-14：10　ODX-VTE

15 2007/5/20 日

16 2007/5/21 月

17 2007/5/22 火

18 2007/5/23 水

19 2007/5/24 木

20 2007/5/25 金

21 2007/5/26 土

22 2007/5/27 日 NRT→BKK→VTE

23 2007/5/28 月

24 2007/5/29 火

25 2007/5/30 水 （NRT→BKK）

26 2007/5/31 木  9：00　ADB, 10：00　BTC, 11：00　CIEHへの聞き取り　 （BKK→VTE）

文書作成 文書作成支援

27 2007/6/1 金 文書作成 文書作成支援 こどもの日のヘルスキャンペーン視察　

28 2007/6/2 土 文書作成

29 2007/6/3 日

30 2007/6/4 月 日本団内評価結果案取りまとめ（実績、実施プロセス）

31 2007/6/5 火

32 2007/6/6 水

33 2007/6/7 木 日本団内評価結果案取りまとめ（５項目評価、提言、教訓）

34 2007/6/8 金

35 2007/6/9 土 10:00-13:00　日本団内打合せ（今後の方針）

36 2007/6/10 日

37 2007/6/11 月

38 2007/6/12 火

VTE-BKK VTE-BKK VTE-BKK

39 2007/6/13 水 BKK-NRT BKK-NRT BKK-NRT

14：00　大使館報告

行程

専門家へのヒアリング

合宿＠ビエンチャン県（指標の確認、評価へのコンセンサス作り）

12-13:30　対処方針会議

9:00-12:00　合同調整員会,ミニッツ署名＠MOH

ワークショップ（中央）

13:30-15:00　評価レポート内容確認、ミニッツ最終案作成

9：00-12：00　保健省との協議（評価結果（教訓・提言））＠MOH

13：30-17：30　日ラオ合同団内打合せ（５項目評価、提言、教訓）

中央C/Pへのヒアリング

日本団内打合せ:　ワークショップ結果概要確認、調査日程確認、評価結果取りまとめ方針確認
13：30 日ラオ合同評価調査チーム打ち合わせ（日程確認,ワークショップ結果）＠看護プロ
15：00　MR担当スタッフヒアリング
16：00　TIS担当スタッフヒアリング

ビエンチャン県C/Pへのヒアリング、LUXへの聞き取り、郡病院視察

AM：日本団内評価結果案取りまとめ（５項目評価、実施プロセス）
13：30-15：30　日ラオ合同団内打合せ:評価結果取りまとめ（プロジェクト実績、実施プロセス）
14:00　WB事務所ヒアリング

AM: 日本団内評価結果取りまとめ（実績、実施プロセス）
13：30-17:00: 日ラオ合同団内打合せ

ワークショップ準備、専門家へのヒアリング

8：30　JICA事務所打合せ（調査方針、日程等の確認）
9：30　専門家を含めた打ち合わせ
PM　　　専門家へのヒアリング

合宿＠ビエンチャン県（指標の確認、評価へのコンセンサス作り）

9：00-12：00　保健省との協議（評価結果案説明、協議）＠MOH

AM: 県病院視察
PM：15：00-15：50　ODX-VTE

ビエンチャン県C/Pへのヒアリング

【ウドムサイ県視察】
14：00-14：50　VTE-ODX

県保健局対象のワークショップ（ビエンチャン県）

郡保健局対象のワークショップ（ビエンチャン県）
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１－５ 対象プロジェクトの概要 

項 目 内 容 

プロジェクト名 

和文：子どものための保健サービス強化プロジェクト 

（KIDSMILEプロジェクト） 

英文：The Project for Strengthening Health Services for Children 

実施機関（C/P機関） 保健省、ウドムサイ県保健局、ビエンチャン県保健局 

協力期間 2002年11月1日～2007年10月31日：5年間 

対象者 
直接の対象者は、中央・モデル県の保健医療・保健行政従事者 

最終的な対象者は、特に5才未満の子ども 

上位目標 

① モデル県における子どもの健康水準が改善される。 

② プロジェクトによって設立された実用的なシステムが、中央レベ

ルとモデル県を越えて活用される。 

プロジェクト目標 
小児保健サービスを改善するためのマネジメント・システムが中央と

モデル県において関係者の積極的な参加により強化される。 

アウトプット 

1．研修情報システム（Training Information System：TIS）がモデル県と

中央レベルにおいて確立される。 

2．ネットワークシステムがモデル県と中央レベルにおいて強化され

る。 

3．MR（Minimum Requirements）とIMCI（Integrated Management of Child 

Illness）がモデル県と中央レベルにおいて確立される。 

4．中央とモデル県においてIEC（Information、Education、Communication：

情報、教育、コミュニケーション）機能が向上する。 

5．モデル県と中央レベルにおいて、計画・実施・モニタリング・評価

及びフィードバックという活動サイクルが実施される。 
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第２章 終了時評価の方法 
 

２－１ PDM 

ラオス側の主体性を尊重するという意図の下に当初ゆるやかに設定されたPDMは、2003年11月

にPDM1として修正1されたが、実際の活動により整合させる必要があるとの中間評価調査団によ

る提言を受け、関係者の議論を経て2005年12月に改訂された。それが現在使用されている最新の

PDM（＝PDM2）である。「JICA事業評価ガイドライン（改訂版）」に従って行われた本終了時評価

では、評価のためのPDMeを作成せず、最新（現行）のPDMに基づいて評価を実施する方針とした。

また、PDMに基づく評価のみでは本プロジェクトを十分適切に評価できない部分、すなわち、指

標のみでは表しきれない達成度を裏づける状況や事実及びそのプロセス、また、本プロジェクト

の基本姿勢として保持してきた4つの原則（柔軟な計画策定、既存資源の活用、コストシェアリン

グ、合宿）ゆえに現れてきた変化などについては、評価グリッド上で補った。 

 

２－１－１ 中間評価調査団の提言を受けて作成された現行PDM 

2005年8月の中間評価団により、PDM1は現状を必ずしも表現しきれていないため、それまで

の活動実績を踏まえ、行ってきた活動がめざしているものを明確に表す適切な表現へと変更す

ることが提案された。これを受け、保健医療・保健行政従事者を含む本プロジェクト関係者間

にて議論と検討が行われ、これらの議論に基づき合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：

JCC）において合意され、2005年12月に発効したものが現行PDM、すなわちPDM2である。この

現行のPDM2と当初のPDM1との比較を以下の表2-1にて示す。 

 

表２－１ PDMの変遷 

現行PDM（PDM2） 当初PDM（PDM1） 

プロジェクト目標 プロジェクト目標 

小児保健サービスを改善するためのマネジメン

ト・システムが中央とモデル県において関係者

の積極的な参加により強化される。 

中央と地方の子どものための保健サービスが、さま

ざまなレベルの関係者の参加型協力によって強化

される。 

指 標 指 標 

1．県と郡レベルで保健サービスを利用する5歳

未満児の数が増加する。 

2．受益者のサービスに対する不満度が下がる。

3．MRが郡、県、中央レベルにおいて達成され

る。 

1．県と郡の保健施設が提供するサービスへの15歳

未満のアクセスが増加する。 

2．MRの80％が郡保健局と郡保健病院で達成され

る。 

3． 他の協力者と連携した活動が毎年5案件以上実

施される。 

 

                                                        
1 運営指導調査団派遣時に策定された。 
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２－２ 主な調査項目と情報・データ収集方法 

２－２－１ 調査項目 

主な調査項目は以下の表2-2に示すとおりである。 

 

表２－２ 主な調査項目 

評価項目 調査項目 必要な情報・データ 

1.実績 

1-1 上位目標の達成度（見込み）モデル県における5歳未満児の死亡率の動向（指標1）、及び、プロジ

ェクト終了後3～5年以内にモデル県における5歳未満児の死亡率減

少が可能かどうか、についての関係者意見。（指標2）中央レベルと

モデル県を越えて活用されるようになった、プロジェクトによって

設立された実用的なシステム（MRやTISなど）の数（指標2）、もし

くは、実用的なシステムとして全国に広げていく可能性のあるもの

が存在しているかどうか、及びその可能性に関する関係者の意見。

 
 設定された2つの指標以外で、上位目標達成の見込みを裏づける

その他データ等。 

 

1-2 プロジェクト目標達成度 県と郡レベルで保健サービスを利用する5歳未満児の数は増加

しているか（指標1）、受益者のサービスに対する不満度は減少

しているか（指標2）、県、中央レベルにおいて、各関係者がそ

れぞれの役割を果たし、MRが機能するようになっているかどう

かの現状（指標3） 

 

 

 設定された3つの指標以外で、プロジェクト目標達成の見込みを

裏づけるその他データ等。 

1-3 アウトプットの達成度 人材育成局（Department of Organization and Personnel：DOP）が

中央と県の研修コース情報システム（Training course Information 

System：TIS）モニタリング報告書を毎年作成している事実、及

びその現物（それができていない場合はその事実）（指標1） 
 

アウトプット1

 中央における毎年TCIS分析状況。結果の配布状況（指標2） 

 
モデル県における TPISデータの更新状況、サマリーの作成状況

（指標3） 

 TCISにおける評価結果定着状況（指標4） 

 
上記指標以外でアウトプット1が達成された根拠となり得るそ

の他データ等。 

 

アウトプット2 モデル県と中央レベルにおいて、計画、実施、モニタリング、

評価、及びフィードバックの活動サイクルが実施されているか

どうかの事実（指標1） 

  FFCの開催数は目標値である年間4回以上になっているか（指標2）

  定例会開催数は1カ月に1回以上開催されているか（指標3） 

 
 上記指標以外でアウトプット2が達成された根拠となり得るそ

の他データ等。 

 
アウトプット3 2004年9月までにMRに関する自己評価シートが作成された事実

（指標1） 

 MRに基づいた全郡の目標達成度（80％達成されたか）（指標2）

 
モデル県でIMCHトレーニングを受けた職員数は目標値150名を

超えているか（指標3） 

 
IMCIの実施率（IMCIのフォームを用いた診断数/小児受診者数）

は上昇しているか（指標4） 

 
IMCI研修を受けたスタッフの診断・治療能力は向上しているか

どうか（指標5） 

 
上記指標以外でアウトプット3が達成された根拠となり得るそ

の他データ等。 
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アウトプット4 CIEHにおいて、メディアプランナーの評価シートのスコア（上

昇しているか）（指標1） 

 
毎年、各モデル県とCIEHが連携し、実施する活動数が、目標値

である5つ以上になっているか（指標2） 

 
キャンペーンに参加した参加者の知識と行動の変化はどうか、

改善したといえるか（指標3） 

 
上記指標以外でアウトプット4が達成された根拠となり得るそ

の他データ等。 

 
アウトプット5 年間計画に挙げられている活動の実施状況に関して、80％が実

施されたか（指標1） 

 

 プロポーザルフォーム策定の事実、その活用状況（指標2） 

プロポーザルフォームに沿った報告書の提出度合（指標3） 

「小さな改善」（Good Practice）の数（指標4） 

上記指標以外でアウトプット5が達成された根拠となり得るそ

の他データ等。 

 
1-4 投入の実績 ラオス側：＊プロジェクトに必要な人員、＊プロジェクト実施

に必要な経費と資材、＊日本人専門家執務室など 

 
 日本側：＊専門家派遣、＊研修員受入、＊供与機材、＊現地コ

スト負担 

2. 実施 2-1 基本姿勢4点に関連する変化 柔軟な計画策定過程 

  プロセス  既存資源の活用 

  コストシェアリング 

 
 合宿を通した緊密なコミュニケーション 

2-2 活動の進捗状況 活動は計画どおり実施されているか 

 2-3 モニタリングの実施状況 モニタリングの仕組み 

  外部条件の変化への対応 

 

 

 フィードバックの状況 

2-4 専門家とカウンターパート

との関係 

コミュニケーションの状況 

 2-5 カウンターパートの配置 適切なカウンターパートが配置されたか 

 
2-6 相手国実施機関のオーナー

シップ 

保健省、県保健局、郡保健局の参加の度合い、予算の手当て、

カウンターパートの適正度 

3. 妥当性 3-1 実施の必要性 客観的必要性、対象地域・社会のニーズ 

 3-2 上位目標、プロジェクト目

標とラオス開発政策、小児

保健分野政策との整合性、

日本の開発政策との整合性

ラオスの開発計画における小児保健分野に関する政策、小児保

健分野におけるマネジメントの位置づけ、日本の国別援助方針

（方針が策定されていなければ、援助実施指針） 

3-3 手段としての適切性 プロジェクト目標のターゲット・グループのニーズ 

 3-4 その他 プロジェクト・デザインの経緯 

4. 有効性 
4-1 プロジェクト目標の達成度

合い 

実績参照 

 4-2 プロジェクトの目標とアウ

トプットの関連 

各アウトプットの貢献度合い 

 4-3 プロジェクトの促進・阻害

要因 

プロジェクトの進捗を妨げる要因（を示す事例など） 

プロジェクトを促進する要因（を示す事例など） 

 4-4 プロジェクトのデザイン マネジメント強化をプロジェクト目標に置いたことの是非 

5. 効率性 5-1 アウトプットの産出 アウトプットの達成度 

 5-2 投入とアウトプット産出の

因果関係 

投入活動と外部条件など 
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 5-3 投入のタイミング・質・量な

ど 

専門家派遣・カウンターパート配置（人数、タイミング、分野）、

供与機材（種類、数、タイミング）の適正費用対効果の達成度合

い・量、研修員受入（タイミング、人数、研修内容）（保健医療・

保健行政従事者・グループへの資金援助など） 

6. インパク

ト 

6-1 上位目標達成の見込み 実績「上位目標達成の見込み」参照 

6-2 因果関係 上位目標到達へ影響を及ぼす外部条件など 

 6-3 波及効果 予想しなかったプラスの影響、予想しなかったマイナスの影響 

7. 自立発展

性 

 

7-1 政策・制度面 関連規制、法制度の整備状況、組織の政策からの支援状況など 

7-2 財政面 活動継続運営財源の確保の可能性予算の確保、財政支援の継続

性、他ドナー支援の可能性など 

 7-3 技術面 カウンターパートの定着度、移転した技術の適用度、プロジェク

トで得られた効果が引き続き発現していくために必要な要因等

（例：技術を支える保健医療・保健行政従事者の意識面での変

化）。 

 

２－２－２ 情報・データ収集方法 

上記調査項目のための情報・データ収集方法及び主たる情報源は以下のとおりである。なお、

（3）の専門家報告書などプロジェクト関連資料のなかに含まれるが、短期派遣専門家により実

施されたIMCI評価調査2、MR評価調査3において収集されたデータ及びその分析された結果も活

用されている。 

＜文献レビュー＞ 

（1）R/DやPDM、M/Mなどプロジェクト計画立案に関連して作成された文書 

（2）中間評価報告書 

（3）専門家報告書などプロジェクト関連資料 

＜インタビュー＞ 

（4）日本人長期専門家、カウンターパート（保健医療・保健行政従事者）への聞取り調査

結果 

（5）保健省、アジア開発銀行、世界銀行、ルクセンブルグ開発機構（Luxembourg Development：

LUX）、ベルギー技術協力機関（Belgian Technical Cooperation：BTC）への聞取り結果 

＜ワークショップ＞ 

（6）日本人専門家、カウンターパート（保健医療・保健行政従事者）との評価ワークショ

ップ結果 

（7）ラオス側日本側両者による投入記録 

＜視 察＞ 

（8）プロジェクトサイトにおける郡病院、イベント、及び会議の視察 

 

 

                                                        
2 IMCI評価のために、野田信一郎短期派遣専門家が、2007年1月～4月にかけて調査を実施している。 
3 MR評価のために、明石秀親短期派遣専門家が2006年10月～2007年1月にかけて2度にわたり派遣され、調査を実施している。 
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第３章 調査結果 
 

３－１ 団長所感 

今回の終了時評価を通じ、4年半にわたるキッズスマイル（KIDSMILE）プロジェクトの試みと

努力が結実し、良好な変化が発現していることを、ラオスと日本の関係者間で改めて確認した。

本案件はプロジェクト形成時にかなり柔軟な枠組みをもち、プロジェクト実施の過程で具体的な

活動内容と成果を固めていくというアプローチを採った。これは、結果的にラオス側のニーズに

合った活動が進められたという点で評価されるが、プロジェクト前半にはラオス側のみならず日

本人関係者にもこのプロジェクトの分かりにくさを感じさせる要因であったと考える。中間評価

などを通して日本側は悩みつつもマネジメント強化を進めるという戦略を取るに至ったが、今回

の評価を通じて、ラオス側は思いのほかシンプルにマネジメント強化がサービス強化につながっ

ているとの評価をしていることが分かり、これまで取り組んできたことの意義を再確認できた。 

評価を通じてまとめられた教訓は、カウンターパートの主体性の尊重、プロジェクトの柔軟性

の大切さ、活動サイクルの重要性、コミュニケーションの大切さといった一般的な内容である。

しかし、これらがまさにプロジェクトが重要と考え、取り組んできたことである。プロジェクト

で取り組んだことは技術的に真新しいものはなく、やるべきことをしっかりとやるという、仕事

のやり方と心がけを伝えたということである。だが、そのやるべきことを実施できていないとい

うラオス保健行政の実態にかんがみれば、改めてこのプロジェクトは課題とニーズに合致した取

り組みだったということができるだろう。そのことは、カウンターパートの本プロジェクトに対

する親近感と、自らの達成に対する満足感もしくは自信からうかがい知ることができる。 

この仕事のやり方をマネジメントツールとしてまとめたものがMRといえ、これが本プロジェク

トのコアとなる成果であるが、今後、保健省はMRの全国展開を進めるとの意向をもっている。プ

ロジェクトの成果が高く評価されていることの証であり、喜ばしいことであるが、保健省による

十分なシステムへの理解、周到な準備と活動の支援体制の構築といった課題が残されている。展

開に向けて、当然、資金的な裏づけもなければならないが、今のところ保健省の具体的な構想、

計画、予算といった面の検討は十分とはいえない。提言にあるとおり、プロジェクトの残された

期間で、カウンターパートと日本人専門家がそれら課題の解消に向けて取り組むこととなってお

り、この点が今後のMRの発展の鍵となるだろう。また、これまでのベルギー王国（以下、「ベル

ギー」と記す）やルクセンブルク大公国（以下、「ルクセンブルク」と記す）等ドナーとの情報共

有、世銀、アジア開発銀行の保健プロジェクトからのMRに対する前向きな反応があり、保健省が

強いイニシアティブを取って各ドナーと協調体制を築くことができれば、展開の実現性は更に高

まるものと思われる。MRは保健サービス改善のための万能薬ではないが、適切な導入と運用がな

されれば、対象県以外の医療施設での小児保健サービス改善の下支えをするものになると期待し

ている。なお、プロジェクト終了後は当然ながら保健省が展開を進めていくこととなり、その方

針が日本側の考えと合致することが前提となるが、プロジェクト終了後も継続的な技術的助言の

必要性は感じられ、支援の具体策を検討すべきと認識した。 

最後に、今回は中間評価での反省に基づき、ラオス側との合同評価を意識して評価を進めた。

中央からプロジェクトをある程度認知している3名を評価者として迎え、活動視察や議論などにか

なりの時間を費やした。ラオス側評価者からも的確な意見が出され、評価結果がより良いものに

なったと考える。これは保健省全体としてKIDSMILEプロジェクトへの理解があり、また、プロジ
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ェクト運営を常々合同で行ってきたということから、積極的なかかわりが得られたものと思料す

る。プロジェクトへの支援者、理解者を増やし、ドナーのものではなくラオスのプロジェクトで

あるという認識を深めるためにも、合同評価者に積極的な関与を求めた意義を改めて確認したと

ころである。 

 

３－２ プロジェクトの実績 

３－２－１ 投入実績 

プロジェクトは、開始時に合意・署名したR/D及び現行PDMに示される計画に沿って以下の投

入をほぼ実施した（詳細については、付属資料1「合同評価報告書」のANNEX-7を参照のこと）。 

 

（1）日本側負担事項 

1）専門家派遣（長期・短期） 

長期専門家8名、短期専門家37名（延べ）が技術移転のために派遣された。専門家の分

野別派遣実績としては、チーフ・アドバイザー2名、小児保健1名、地域保健3名、業務調

整2名となっている（詳細リストは付属資料1「合同評価報告書」のANNEX-7-aを参照）。 

 

2）機材供与 

2007年6月末までの時点に、プロジェクト活動のために、合計で3,918万5,886円の資機

材が供与された（資機材詳細リストは付属資料1「合同評価報告書」のANNEX-7-dを参照）。 

 

3）研修員受入れ 

42名のカウンターパートが日本での研修を受けた。また、90名のカウンターパートが

タイでの研修を受けた（研修員詳細リストは付属資料1「合同評価報告書」のANNEX-7-b

を参照）。 

 

4）現地業務費 

2007年6月末までに、合計87万4,415.16米ドルが費やされている。 

 

（2）ラオス側負担事項 

1）カウンターパート及び必要人員の配置・任命 

すべての適切な分野の必要な人員がプロジェクトに配置された。中央と県レベルの合

計で、72名が主要なカウンターパートとして任命された。ほとんどが兼任であるが、プ

ロジェクト側の強い要請により、ウドムサイ県においては、専任のカウンターパートも

配置された。 

 

2）業務運営費の負担 

2007年4月時点において、合計2億1,795万8,480KipがKIDSMILEの運営に必要な予算とし

て充てられた。 
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3）施設供与 

事務や研修に必要な場所は供与された。 

 

３－２－２ 活動進捗状況 

プロジェクトはPDMに示される活動をおおむね予定どおり実施してきている。なお、2007年1

月～2月にかけて組織力強化研修を実施し、これは本プロジェクトのなかで重要なコンポーネン

トのひとつと考えられることから、PDM2上に「活動5－6 組織力強化研修を実施する」という

項目が今般追記された。 

 

３－２－３ アウトプットの達成状況 

開始時に合意・署名したR/D及び現行のPDM2に示される計画に沿ってプロジェクトが以下の

アウトプットを達成したことが確認された（アウトプットに関しての詳細情報については、付

属資料1「合同評価報告書」のANNEX-5のプロジェクトの達成度指標参照。また、活動に関して

は、付属資料1「合同評価報告書」のANNEX-6を参照のこと）。 

 

（1）アウトプット1：研修情報システムがモデル県と中央レベルにおいて確立される。 

アウトプット1の達成に向けた活動は、実施されてきており現在も進行中である。しかし

ながら、終了時評価段階においては、アウトプット1の達成度は当初に期待した水準までに

は至っていない。根拠の詳細は以下の表3-1に示されるとおり。 

 

表３－１ アウトプット1がどのくらい達成されたかを判断する詳細根拠 

アウトプット1： 

研修情報システムがモデル県と中央レベルにおいて確立される。 

調査結果 確認した項目 

指標1-1. DOPが中央と県のTISモニタリング報告書を毎年作成する。 

DOPが作成する中央と県のTISモニタリング報告書については、2007

年9月に完成する予定である。 

DOPが中央と県のTISモニタ

リング報告書を毎年作成して

いる事実、及びその現物（そ

れができていない場合はその

事実） 

指標1-2. 中央において毎年TCIS分析され、その結果が関連機関に配付される 

中央における毎年TCIS分析及び結果の配布状況については、第2回目

のサマリー（2004年9月～2005年11月）が出版され、2006年12月に配

布されている。したがって、TCISは保健省中央により分析され、配

布されていると判断することができる。 

中央における毎年TCIS分析状

況、結果の配布状況 

指標1-3. モデル県においてTPISデータが毎年更新、サマリーが作成される。 

ウドムサイ県については、TPISの第1回サマリー（2003年12月～2005

年9月）が、2006年の4月に刊行された。また、TCISの第1回サマリー

（2003年12月～2005年9月）が2006年12月に刊行された。ビエンチャ

ン県については、TPISの第1回サマリー（2003年11月～2004年9月）が、

2005年11月に刊行された。第2回のサマリー（2003年10月～2005年9月）

が、2006年9月に刊行されている。したがって、モデル2県（ビエンチ

ャン県、ウドムサイ県）におけるTPISデータの更新状況、サマリーの

作成状況は、十分に予定目標どおりの実績を示しているといえる。 

モデル県におけるTPISデータ

の更新状況、サマリーの作成

状況 
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指標1-4. 中央で、プロジェクト終了時までにTCIS年次報告書に評価結果が掲載される。 

TCISの年間報告書に研修評価報告が含まれて配布されることは、

2007年9月までには行われる予定である。 

インタビューでは、データを収集するには、自局のみの仕事としては

完結せず他の組織からのデータ提出という協力がいることから、特

に、研修評価のデータ収集に関しては必ずしも容易ではないことがほ

のめかされた。 

TCISにおける評価結果定着状

況 

指標以外でアウトプット1が達成された根拠となり得るその他データ等 

県レベルでは、県保健局全体（課を越えて）で情報が共有されるよう

になった。TPISに関しては、ビエンチャン県では、弱い点があれば

他ドナーによる研修を考慮するなど、活用（弱点を同定して研修計画

に役立てる）されているといえる。 

上記指標以外でアウトプット

1が達成された根拠となり得

るデータ（あれば） 

 

（2）アウトプット2：ネットワークシステムがモデル県と中央レベルにおいて強化される。 

アウトプット2の達成度は高い。根拠の詳細は以下の表3-2に示されるとおり。 

 

表３－２ アウトプット2がどのくらい達成されたかを判断する詳細根拠 

アウトプット2： 

ネットワークシステムがモデル県と中央レベルにおいて強化される。 

調査結果 確認した項目 

指標2-1. VVCが、通信実施を阻む避けがたい事態の発生時を除いた90％の（通信すべき）時間におい

て実施、記録される。 

VVCの実施、記録状況は、ウドムサイ県は90％を越えている。ビエ

ンチャン県に関しては、ほぼ90％近いところにまで上昇してきてい

る。ビエンチャン県には、電話の普及など独自の事情がある。 

VVCの実施、記録状況（目標

値90％を超えているか） 

指標2-2. FFCが少なくとも年間4回実施される。 

ウドムサイ県では、2007年3月までに15回、ビエンチャン県では、同

時期までに12回が実施された。ほぼ年間4回実施されている。実際に

は、回数そのものを目標値に近づけること以上に中身の質を重視した

取り組みが実施されている。また、このFFCについては、最も業務改

善、システム（縦横の連携を含む）の構築に貢献したこととして、ま

た、今後も継続していきたいこと（モニタリング・記録・報告体制と

重ねて）として関係者が強く意識していることがワークショップで明

らかになっている。 

FFCの開催数（目標値年間4回

以上か） 

指標2-3. 定例会が1カ月に1回以上開催される。 

中央においても県レベルにおいても、定例会は、ほぼ月1回の割合で

開催されてきていることが確認された。ワークショップでは、この定

例会も、情報共有のために役立ち、改善された点、今後も継続してい

きたいこととして挙げられた。 

定例会開催数（目標である1カ

月に1回以上開催されている

か） 

指標以外でアウトプット2が達成された根拠となり得るその他データ等 

すべてのワークショップにて指摘され、明らかにされた「他の組織の

改善点」として、保健省、県、郡、ヘルスセンター、コミュニティー

の縦の連携、それぞれの横の関係機関の連携が挙げられた。特に、県

以下からの連携が強まったことがうかがわれた。FFCは、チームで行

っているので、多様な専門性で対応できるようになり、また、ビエン

チャン県では担当地域を分担して行うなど現実的に実施可能な体制

が整えられてきている。取り組む課題の性質も、従来は単純問題が多

上記指標以外でアウトプット

2が達成された根拠となり得

るデータ（あれば） 
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かったが、サービスの質の問題へと変化し、また、報告される問題数

が減ったこともあり郡レベルでの迅速な問題解決ができるようにな

った。ウドムサイ県では、下の職位の人がモチベートされ自信をもち、

上位の職位の人に意見を言うようになってきた。郡保健局（District 
Health Office：DHO）会議を通じて、定期的情報共有の場がもてるよ

うになってきている。 

 

（3）アウトプット3：MRとIMCIがモデル県と中央で確立される。 

アウトプット3は達成されている。根拠の詳細は以下の表3-3に示されるとおり。 

 

表３－３ アウトプット3がどのくらい達成されたかを判断する詳細根拠 

アウトプット3：MRとIMCIがモデル県と中央で確立される。 

調査結果 確認した項目 

指標3-1. 2004年9月までにMRに関する自己評価シートが作成される。 

2004年9月までにMRに関する自己評価シートが実際に作成された。 2004年9月までにMRに関する

自己評価シートが作成された

事実 

指標3-2. MRに基づいた全郡の目標が80％達成される。 

MRに基づいた全郡の平均目標達成度が目標値80％を超えている。 MRに基づいた全郡の目標達

成度（80％達成されたか） 

指標3-3. モデル県で150名以上の職員がIMCIトレーニングを受ける。 

IMCIトレーニングを受けた職員数は、目標値を超えている。延べ人

数で247名（ビエンチャン県：145、ウドムサイ県102）、延べ数でなく

受けた職員数でも192名（ビエンチャン県：116、ウドムサイ県76）と

なっており、目標値である150名を超えている。現在では、県の力で

下部の医療組織人材に対して臨床IMCI研修を提供できる段階に入っ

ている。 

モデル県でIMCIトレーニング

を受けた職員数（150名以上

か） 

指標3-4. IMCIの実施率（IMCIのフォームを用いた診断数/小児受診者数）が改善する。 

IMCIの実施率（IMCIのフォームを用いた診断数/小児受診者数）は上

昇している。最新（2007年2月に算出された過去半年間の平均値）の

数値によれば、ウドムサイ県にて81％、ビエンチャン県（2007年3月

に算出された過去3カ月間の平均）で、97.1％を記録している。これ

らの数値は、過去の数値と比較した場合（ウドムサイ県72％、2006

年5月時点、ビエンチャン県62.1％、2005年12月時点）、長期的には、

上昇トレンドを示している。 

IMCIの実施率（IMCIのフォー

ムを用いた診断数/小児受診者

数）（上昇しているか） 

指標3-5. IMCI研修を受けたスタッフの診断・治療能力が向上する。 

IMCI評価調査結果によれば、診断能力が不十分だった人が76％から

8％に減り、健康教育に困難を感じていた人が32％が3％に減ってお

り、診断能力が上昇したことの証拠とできる。 

IMCI研修を受けたスタッフの

診断・治療能力（向上してい

るかどうか） 

指標以外でアウトプット3が達成された根拠となり得るその他データ等 

診断能力が向上したのみでなく、休暇を取得する際にIMCIの研修を

受けた人に代わりを頼むなど、チームワークで働くようになってい

る。郡病院にIMCIを入れたことによって現れた変化として、チーム

ワークで働くこと（会議でのインターアクションなど）で、意思決定

のメカニズムが、単なるトップダウンから下からの意見も反映される

というメカニズムに改善された。 

日本人専門家と治療局が協力してMRガイドラインを作成中であり、

上記指標以外でアウトプット

3が達成された根拠となり得

るデータ（あれば） 
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終了までには完成予定である。 

FFCによるフォローアップと、WHOガイドラインに基づいたフォロ

ーアップの効果が現れているとの報告が聞取り調査から得られてい

る。フォローアップフォームが複雑すぎたのを簡素化し、そのフォー

ムを用いて県スタッフのみによるヘルスセンターの実施が可能にな

った。また、3つあるうちの臨床IMCIは、県で実施できるようになっ

た。 

皆に見える形で評価表を貼り出すなどの工夫もあり、MRが職員のモ

チベーション上昇につながっている。すべての郡で郡病院スタッフが

実施している。 

ビエンチャン県では台帳の使用により、ウドムサイ県では保健局によ

るIMCIフォーム供給予算確保により、県保健局独自でIMCIの継続に

重要な、記録用紙の供給ができている。 

 

（4）アウトプット4：中央とモデル県においてIEC機能が向上する。 

アウトプット4は十分に達成されている。根拠の詳細は以下の表3-4に示されるとおり。 

 

表３－４ アウトプット4がどのくらい達成されたかを判断する詳細根拠 

アウトプット4：中央とモデル県においてIEC機能が向上する。 

調査結果 確認した項目 

指標4-1. CIEHにおいて、メディアプランナーとしての能力評価シートのスコアが上がる。 

保健省CIEHのメディアプランナーとしての能力判定（ニーズ調査・

活動企画・教材開発・活動実施・活動評価）は、毎年の着実な増加の

結果、5段階評価平均値で2003年の2.3から2006年の4.2へと上昇してい

る。 

CIEHにおいて、メディアプラ

ンナーの評価シートのスコア

（上昇しているか） 

指標4-2. 毎年、各モデル県とCIEHが連携し、5つ以上の活動を実施する 

各モデル県とCIEHが連携し実施する活動数は毎年5件以上となって

いる。ウドムサイ県については2005年度8件、2006年度（途中）5件、

ビエンチャン県については2005年度6件、2006年度（途中）5件となっ

ている。 

毎年、各モデル県とCIEHが連

携し、実施する活動数（5つ以

上か） 

指標4-3. キャンペーンに参加した参加者の知識と行動が改善する。 

キャンペーンに参加した参加者の知識と行動の変化は、KAP調査の結

果によると大きく改善したといえる。KAP調査は2006年に実施された

（2007年はプレのみ）。具体的には、例えば保護者の予防接種並びに

母乳の知識は両県ともに改善している。 

キャンペーンに参加した参加

者の知識と行動の変化（改善

したといえるか） 

指標以外でアウトプット4が達成された根拠となり得るその他データ等 

小児保健の推進（アウトプット3）との連動がよくできており、各県

各郡保健局のIEC機能が強化され、住民を含む関係機関への理解を促

進した。また、これらの実績から、現在では、保健省の各部局から教

材開発や研修・調査などの依頼が入るようになってきている。 

キャンペーンを通してロジを含む運営（マネジメント）が郡レベルで

可能になってきた（ウドムサイ県）。 

上記指標以外でアウトプット

4が達成された根拠となり得

るデータ（あれば） 

 

（5）アウトプット5：モデル県と中央レベルにおいて、計画・実施・モニタリング・評価・及

びフィードバックの活動サイクルが実施される。 

アウトプット5は達成されていると判断できる。根拠の詳細は以下の表3-5に示されるとおり。 
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表３－５ アウトプット5がどのくらい達成されたかを判断する詳細根拠 

アウトプット5：中央とモデル県においてIEC機能が向上する。 

調査結果 確認した項目 

指標5-1. 年間計画に挙げられている活動の80％が実施される。 

年間計画のモニタリングシートは、昨年初めて作成された。新しいモ

ニタリングシートにより確認された数値（活動実施率）によると、2006

年9月時点での1年間の数値（年1回の数値算出）は、中央レベルで75％、

ウドムサイ県が74％、ビエンチャン県が84％となっている。 

年間計画に挙げられている活

動の実施状況（80％が実施さ

れたか） 

指標5-2. 2004年4月までにプロポーザルフォームが策定、配布される。 

プロポーザルフォームは、既に（2004年5月までに）策定され、配布

され、現在活用されている。 

プロポーザルフォーム策定の

事実、その活用状況 

指標5-3. プロポーザルフォームに沿った報告書が100％提出される。 

プロポーザルフォームに沿った報告書の提出度合は、ほぼ100％に近

い段階にまで達している。中央レベルで94％（50プロポーザル中47）、

ウドムサイ県で97％（107中104）、ビエンチャン県にて94.7％（152中

144）となっている。 

プロポーザルフォームに沿っ

た報告書の提出度合 

指標5-4. 「小さな改善（Good Practice）」の数が増える。 

2006年には、既に7つが小さな改善として認められているが、その後3

つ、さらに第10回合宿で発表された6つの小さな改善（総累計16件）

が積み重ねられており、小さな改善は増加（追加され）しつつある（「数

が増加する」ということを、ある時点で数え上げられた数の比較をも

って上昇度を測る、という性質の指標ではなく、アクティビティー・

サイクルが実践されていることを裏づける質的なデータが追加され

続けているかどうかをみることで判断される）。小さな改善のいくつ

かの例を挙げると、書類の流れ改善、車両管理改善、患者記録システ

ム改善などが挙げられる。 

「小さな改善（Good Practice）」

の数 

指標以外でアウトプット5が達成された根拠となり得るその他データ等 

アクティビティー・サイクルとは、プロジェクトの活動のすべての活

動に横断的に活用されているもので、ワークショップでは、前回の活

動から学び、教訓を次のステップに生かすことが、現在実践している

業務上の改善された点であり、プロジェクト終了後も継続していきた

いとする点として挙げられた。また、カウンターパートからの聞取り

でも、教訓から学ぶことの重要性について、KIDSMILEプロジェクト

の真髄として学んだことがしばしば聞かれた。また、小さな改善とは

何かを考えるプロセスそのものが、自分たちの業務の改善を振り返る

ことにつながった。 

県レベルでは、マネジメントに必要な項目（例：予算、目的・成果、

解決策など）が記されるなどに示されるように、書類（プロポーザル

とレポート）の質が上昇した。 

上記指標以外でアウトプット

5が達成された根拠となり得

るデータ（あれば） 

 

３－２－４ プロジェクト目標の達成状況 

終了時評価時点では、「小児保健サービスを改善するためのマネジメント・システムが中央と

モデル県において関係者の積極的な参加により強化される」というプロジェクト目標は、以下

を根拠に、ほぼ達成されていると判断される。 
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（1）県と郡レベルで保健サービスを利用する5歳未満児の数が増加する。（指標1） 

県や郡病院で保健サービスを利用する5歳未満児の数は、増加のトレンドにある。 

 

図３－１ モデル県における5歳未満児受診者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この増加の背景には、さまざまな要因が存在している。例えば、実際の純増加ではなく、

MR実施に関連して登録記録能力が向上したことから、これまで記録もれしていた来院者数

を単に正確に把握し記録できるようなったという点もあろう。また、保険制度が導入され

たがゆえに病院へ診察に来る人口が増加したことは関係者に異論ない点として認識されて

いる。このように必ずしも本プロジェクトのみが、受診者数の増加の貢献要因ではない。

しかしながら、今般の評価調査の聞取りから、本プロジェクトの実施ゆえに県や郡レベル

の保健施設におけるサービス利用者数が増加していると現場の関係者は強く実感しており、

5歳未満児の県・郡病院への来院者数増加の貢献要因のなかの少なくともひとつとしてみる

ことは正当である。 

 

（2）受益者のサービスに対する不満度が下がる（指標2） 

2007年の初頭に実施された保健施設に対する不満足度調査4の結果によると、県や郡病院

での保健サービス利用者の不満足度は減少してきている。具体的には、職員の態度や清潔

な施設という点が、KIDSMILEが対象とする施設のほぼすべてにおいて、改善点として指摘

されている。職員の患者に対する態度の改善やトイレを含め施設を清潔に気持ちよく利用

者が使えるように努力することは、MR活動の一部であることから、本プロジェクト実施の

ゆえに、このように改善点として認識されるに至っていると考えられる。したがって、本

プロジェクトがめざして取り組んでいるマネジメントの改善の結果と、他ドナーが取り組

む病院の施設・環境の改善とがあいまって、これら施設におけるサービス利用者の不満足

度が減少するという変化が起こってきたとみることができる。 

 

                                                        
4 変化を比較するための調査が、2006年中にも行われている。 
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（3）MRが郡、県、中央レベルにおいて達成される（指標3） 

FFCや郡会議などのKIDSMILEの他システムの実施と連動して郡と県及び中央とのそれ

ぞれの役割を分担し、MRがモデル県において現在機能している。MR評価調査によれば、

MRは郡病院を改善するための質の高いマネジメント・システムであり、実際に成功裏に実

施される可能性があると分析されている。さらに、県保健局のマネジメント能力をも向上

させ得ると結論づけている。これらの点は、終了時評価調査時のワークショップや聞取り

調査でも指摘された。さらに、不満足度調査では、ビエンチャン県、ウドムサイ県の両県

における病院を利用する利用者によってMR活動に関連する保健サービスが明確に認識さ

れ、また、そのことによって自分たちが利益を受けていると実感している実態が浮かび上

がっている。結論づけるならば、郡、県そして中央レベルにおいてMRはほぼ達成5されてい

ると表現することが可能である。しかしながら、郡から県への報告体制が機能している一

方で、県から中央レベルの保健省に報告する体制については、まだ十分でない点もある。

したがって、郡や県のMR実施状況を中央の保健省がどのように上手にモニターしていくの

かが今後の課題である。 

 

（4）その他の達成を裏づける事実など 

上記に示された指標の達成のみならず、情報共有や率直な議論の場をもつことができる

ようになったことで郡や県の主体性が強化され、その結果として、従来はトップダウンで

あった意思決定が、よりボトムアップなものへと変化してきている。したがって、マネジ

メント強化にとって決定的な要素であるさまざまな関係機関の縦横の連携・調整というも

のが、FFCや定例会議を含むアウトプット2に関連する活動と、MRを含むアウトプット3に

からむ活動とによって育まれたと思われる。 

 

３－２－５ 上位目標の達成（見込み）状況 

上位目標1：モデル県における子どもの健康水準が改善される。 

上位目標2：プロジェクトによって設立された実用的なシステムが中央レベルとモデル県を

越えて活用される。 

 

上位目標は、終了時評価調査時点において、いくつかの条件が満たされるならば、今後数年

をかけて達成されていくと見込まれる。上記の判断の根拠は、以下のとおりである。 

① 上位目標1達成を測る目安となる指標は、モデル県における5歳未満児の死亡率が減少す

るということであるが、これについての見込みを現段階で数値をもって根拠を示すこと

が困難である。なぜならば、それを示す県別の統計数値が存在しないこと、国勢調査が

10年に1回しか実施されないという情報源の制約が存在するからである。しかしながら、

2005年の国勢調査の結果からは、5歳児未満の子どもの死亡率は減少している。これには、

インフラの整備や安全な飲料水の確保、家族計画の普及などさまざまな要因が貢献して

いると考えられる。一方、本プロジェクトのカウンターパートたちは、保健医療・保健

行政従事者として現場にいる実感から、MRや臨床IMCIの実施、子どもの日イベントなど

                                                        
5 英文（PDM上）では、Institutionalizedと表現されている。 
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を通した健診者数の増加に本プロジェクトが貢献してきた事実から、プロジェクト終了

後3年から5年後には、子どもの死亡率がモデル県であるビエンチャン県、ウドムサイ県

において下がると考えている。 

② 上位目標2の達成を測る指標は、中央レベルとモデル県を越えて活用されるようになった、

プロジェクトによって設立された実用的なシステム6の数とされており、終了時評価調査

時点で、少なくともMRはそれに該当するものとして考えられている。すなわち、MRは、

今後モデル県を越えた地域での活用を視野に入れて検討される流れにあり、現在、MRガ

イドラインを作成するべく見直しが行われている。保健省からの聞取りでは、保健大臣

もMR拡大に関心をもち、既にMRの説明のために職員がいくつかの県に派遣されたとの

ことであった。県側もMRの実施に関心を示している模様である。MRの拡大については

他ドナーからの財政的な支援の可能性も存在している。また、国連児童基金（United 

Nations Children’s Fund：UNICEF）の支援により、チャンパサック県に本プロジェクトの

アウトプットのひとつであるこのTISが導入されている。 

 

プロジェクト目標は上位目標の達成に着実に貢献しており、ラオス政府が本プロジェクトに

よる成果を広げていく努力と行動を今後取ることを前提にするならば、すなわち、関係者によ

る今後の行動を含む一定の条件が満たされるならば、上位目標は今後数年間かけて達成してい

くであろうことが見込まれる。 

 

３－３ 実施プロセス 

３－３－１ 実施プロセスに関する特記事項 

実施プロセスに関する詳細情報に関しては、付属資料1「合同評価報告書」のANNEX-5を参照

されたい。 

本プロジェクトは、特徴として実施プロセスに焦点を当てたプロジェクトといわれている。

ただ、それは①絶対的予算不足、②スタッフのトレーニング不足、③必要物品不足、というな

か、「子どものための保健サービス強化を行うためには何をすべきか」「プロジェクト終了後、

日本の援助が終わったときに残るものは何か」と考えたときに、お金がなくても残ること、モ

ノがなくてもできることとして、「対象である人々の考え方、ものごとを実施していくための方

法論を身につける、そのための仕組みを形成」することを考え、プロセス重視がいわれてきた

といえる。それが、結果的にはプロジェクト目標である「小児保健サービスを改善するための

マネジメントシステムが中央とモデル県において関係者の積極的な参加により強化される」に

かなり直接に貢献していると考えられる。実施プロセスに関して、プロジェクトプロセスの推

進のための原則とプロジェクトマネジメントの変遷という2点について以下に示す。 

 

（1）プロジェクトプロセスの推進のための4つの原則 

1）柔軟なデザインプロセスのための姿勢（Flexible Design Process） 

従来のプロジェクトでは援助側がプロジェクト案を決め、その実施に協力をしていく

                                                        
6 実用的なシステムとは、今般の終了時調査のなかで、MRやTISのようなプロジェクトが導入・機能させ、実際に保健分野で活

用されている統合的な仕組みのことであると認識された。 
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という体制であり、保健省中央自体もプロジェクト活動を断続的な業務の下請けととら

えている傾向にあった。本プロジェクトでは、「何とかこの意識を変えたい」「ラオス側

が本プロジェクトを自分のものであるとの意識をもってもらいたい」との考え方から、

ラオス側の考えを尊重する形の「オーナーシップの尊重」という基本的な考え方でプロ

ジェクトデザイン、各活動内容が決められていった。すなわち、PDMの枠にとらわれな

い形で、ラオス側の意見を聞き、プロジェクトのデザイン、活動に関して柔軟な対応が

とられたといえる。この結果、県、郡レベルにおいて、自分たちで活動を考え、実施し

ていくという「イニシアティブを取る」ことができるようになったといえる。 

しかしながら、このプロセスはラオス側、日本側にとっても簡単なことではなかった。

ラオス側、特に県レベルにとっては、これまで経験したことない、「自分たちの考えで自

分たちの活動計画をつくる」わけで、どのようにしてよいか分からない状態で混乱もみ

られた。また、せっかく考えた計画も明確なクライテリアがなく、日本側に却下された

りして、困惑もあったようである。日本人専門家側としてもPDMとして決まっているこ

とを実施するのではなく、相手側から提出する案を審査し、実施を促進していく活動に

は苦労が多かったといえる。ラオス側に計画することをすべて任せて日本側が傍観する

のではなく、適切に教育指導し、場合によっては必要なアドバイスや効果的なコーチン

グ・ファシリテートがあってこそ、本当のマネジメント強化につながるといえる。専門

家としてはそのようなコンピテンシ（能力）をもつことが必要となる。幸い、ラオス、

日本側双方がこれらの困難なプロセスを経て、最終的には「小児保健サービスの自立の

ために自分たちが考え、計画し、実施、評価していく」という意識が、県、郡のスタッ

フに生まれてきている。 

 

2）既存のリソースの利用（Utilization of existing resources） 

既存のシステムやインフラ、人材を最大活用し、自分たちで継続可能な活動を重視す

ることがもうひとつの原則である。このプロジェクトで最初に手掛けたのは、これまで

に他のプロジェクトにおいて設置はされてはいたものの、ほとんど活用されていなかっ

た無線システムの再活性化である。VVC（Voice to Voice Communication）と新しい魅力的

な名前を付け、スタッフ間のコミュニケーションや保健医療情報収集の手段として利用

し、同時に実施されたFFC（Face to Face Communication）やDHO会議等ともあいまって、

緊密なコミュニケーションに貢献したといえる。この事例を含め以下のような既存資源

を活用した例を以下に示す。 

・ プロジェクト開始時に既に全国で150以上の無線機が設置済みであったが、これら

のネットワーク無線という「既存設備＝もの」を利用して、VVCが開始された。 

・ TCISの書類の流れ（トレーニングを実施するために保健大臣の承認を得るための

書類の流れを利用）という「既存メカニズム、やり方」を活用して、TISが開始さ

れた。 

・ WHOによって既に養成されていつでもトレーニングが開始できる状態であった

IMCI clinical training facilitatorという「既存の人材＝人」を活用することで、IMCI

が機能するようになった。 

・ その他の既存の仕組み；FFCが機能するようになり、MRが実施されるようになっ
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た。 

 

必要なものについては、購入したと関係者は認識していることが聞取りから判明して

いるが、VVC、TCIS、IMCI、FFC、MRなどすべて、現在、カウンターパートである保健

医療・保健行政従事者の日常のなかで実践されている業務となっている。 

この原則に基づきプロジェクト活動を進めたことで、新しい活動を計画、実施するた

めには、必ずしも新しい予算やものが必要ではなく、既存のものや人材を利用してでき

ることがあるという教訓を与えることができたと思われる。この考え方は、本プロジェ

クトで導入し、おおむね制度化されたMR（自分たちのもっている資源のなかで10項目を

改善する）にも共通の概念である。とにかく、「何もないので何もできない」という意識

を変えることにもつながったといえる。 

 

3）コストシェアリング（Cost sharing） 

本プロジェクトでは、中央と2つの県において、プロジェクト予算の10％を目標にラオ

ス側がコストを出すという原則の下に各活動計画を実施した。活動を実施する前には必

ずプロポーザルを提出させるが、そのなかには、目的、期待される成果などのほかに、

予算及び金額を記入する項目も含まれ、これが義務とされている。この成果として、プ

ロポーザルを提出する際、担当部署もしくは県からの予算が出る確認をする必要があり、

規模を大きくするとその分の負担が増えることから、本当に必要で、適正規模、実現可

能性のある活動計画が提出される要因となったといわれている。また、活動を実施する

には予算が必要であるという認識をスタッフらがもつことができ、また、これらの活動

の実施の際にも自分たちも予算を出していることから活動へのオーナーシップを促進し

たと考えられる。 

ドナーとのコストシェアリングの考え方は、ラオス保健省内で基本的な原則として認

識理解されているものの、すべてのプロジェクトで採られているわけではない。本プロ

ジェクトでは途中段階でコストシェアリングを導入したこともあり、抵抗感も当初はあ

ったが、徐々にラオス側にもその意義が理解されるに至った。各活動レベルでコストシ

ェアリングを求めたことが、上記の意識変化を促したものと考えられる。 

 

4）集中合宿における緊密なコミュニケ―ション（Intensive discussion） 

本プロジェクトでは、カウンターパートが保健省中央の広範囲の部局のみならず、モ

デル県としての2つの県もあることから、プロジェクトの関係者の合意を得るためにその

メンバーを集めることが困難であり、また、保健省中央のカウンターパートらは他の開

発パートナーの諸プロジェクトの実施や初会議のために時間が取れないことから、課題

となっていた。そこで、通常のミーティングではなく、3カ月に一度ほど、2泊から3泊、

場所を中央から離れた場所に移し、集中的に討議する方法を用いた。苦肉の策ではあっ

たが、この方法により、通常はなかなかできない深みのあるディスカッション、泊まり

込みによる保健省の各部門間のコミュニケーションを促進し、プロジェクトの課題の討

議を行うことにより、プロジェクトの理解が深まり、プロジェクト目標の共有にも有効

であったと考えられる。合宿も回を重ねるにつれて、中央と県という縦のコミュニケー
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ションだけではなく、中央の部局間のコミュニケーションが改善され、プロジェクト以

外の他の案件に関しての情報の共有にも寄与していると考えられた。さらに後半には

PDM指標や年間計画のモニタリングもこの集中合宿時に実施することにより、関係者全

員でプロジェクト活動の進捗状況を把握するようになった。 

 

（2）プロジェクトのマネジメント 

プロジェクト当時は、「オーナーシップの尊重」との考えから、主体性を重んじ、あまり

PDMの枠にとらわれない形で、ラオス側の意見を聞き、それらに対して、柔軟な対応をと

り、プロジェクトのデザイン、活動が決められえていたと考えられる。しかしながら、そ

のために各成果の活動がそれぞれの成果のみをめざし、成果間にあまり関連性がみられな

い傾向にあった。これらのことから、中間評価時に最終ゴールであるプロジェクト目標の

見直し、指標の見直しが行われ、以降は、これまで拡散傾向であった活動をプロジェクト

目標の「小児保健サービスを改善するためのマネジメント強化」という共通認識をもち、

集約・集中、各成果の関係性（Integration）を進めていく方向でプロジェクトのマネジメン

トが進められた。また、この時点でも目標に書かれているように、小児保健サービス強化

が上位目標であり、そのためにもサービスに直結するIMCI及びMR（成果3）やより住民に

近い小児保健キャンペーン（成果4）の方を重視するようになったのも大きな変化である。

そして、これらの成果や課題、そのために必要なアクションを、定例会や集中合宿（成果2）

という場を通じて確認、協議し、次のステップを考えることができるようになり、プロジ

ェクトの目標のために有効と働いた。 

 

３－３－２ モニタリング・評価体制 

モデル県であるビエンチャン県、ウドムサイ県のそれぞれにおいて、県の定例会においてプ

ロジェクトの進捗がモニターされている。プロジェクト全体のモニタリング結果は合宿を通じ

て関係者間で共有されている。JCCは今までに合計7回開催され、年2回の頻度で開催されてきて

いる。 

開始当初、プロジェクトマネジメント上は、PDMが十分に共有されていなかったが、中間評

価により、「KIDSMILEがこれまで実際に行ってきた活動はサービスそのものを改善する活動で

はなく、システム、マネジメントを強化するための活動」という結論が出され、プロジェクト

目標を「小児保健サービス強化」から「小児保健サービスを改善するためのマネジメント・シ

ステム強化」に変更することになり、この改訂されたPDMの指標に基づいてモニタリングも行

われてきている。また、中間評価、終了時評価に関しては、ラオス側と日本側が合同で評価を

実施した。特に、終了時評価調査においては、中間評価時に時間的制約からラオス側と評価結

果の共有が必ずしも関係者の満足を獲得する水準までには至らなかったとの反省を踏まえて、

できる限り十分な時間をかけ、多忙なスケジュールを押してのラオス側調査団員の協力を得て

実施された。 
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第４章 評価結果 
 

４－１ 評価5項目による評価結果 

４－１－１ 妥当性 

妥当性とは、プロジェクト目標及び上位目標が終了時評価時点においても目標として意義を

有するか否かをみる評価項目である。プロジェクトの妥当性は以下の理由から、非常に高いと

判断される。 

5歳以下の子どもの死亡率がいまだに高いことに示されるように、ラオスにおける子どもの健

康状態はまだ厳しい状態にある。このような背景を持ち合わせるラオスにおいて、保健医療分

野に係る上位政策と本プロジェクトの内容に関して整合性が高い。National Socio Economic 

Development Plan（NSEDP）や2020年までの保健医療戦略など、保健医療分野に関連する上位政

策と本プロジェクトの関係については、これまでにも既に整合性が確認されているが、これら

の政策に何ら変更がないことから、その整合性は依然として存続している。マネジメント強化

は、保健省の優先政策における6つの戦略の1つに位置づけられている。このように、子どもの

健康改善をめざしたマネジメント強化という図式である本プロジェクトの上位目標、プロジェ

クト目標はラオスにおける子どもの健康に関する保健医療政策に一致している。また、本プロ

ジェクトが焦点を当てているマネジメントは、保健医療・保健行政に係る組織において、それ

ら組織及びそこで働く人材にとっての業務上の弱点であることから、ターゲット・グループ7で

ある保健医療・保健行政従事者にとってのニーズは強い。また、マネジメントが強化された結

果提供できるようになった質の高い保健医療サービスに対して保健施設利用者の満足度が上昇

していることから、間接的ターゲット・グループとして位置づけられる最終受益者にとっての

ニーズにも、本プロジェクトの内容は合致しているといえる。さらに、小児保健、また、マネ

ジメント強化への支援は、日本政府のラオスに対する援助方針に合致するものである。 

プロジェクト・デザインに関して、その詳細部分は参加型で作成され、その改訂については、

合宿を通じて主要なカウンターパートを巻き込むものであった。 

 

４－１－２ 有効性 

プロジェクト目標の達成によりターゲット・グループにどれだけの利益がもたらされたか、

また、その達成がアウトプットの結果として成し遂げられたものか否かを確認することがプロ

ジェクトの有効性をみることであるが、第一義的には、プロジェクト目標がどの程度達成され

たのか、また、アウトプットがプロジェクト目標の達成に貢献したか否かをみることが有効性

を確認することにほかならない。本プロジェクトの有効性は以下の理由から高いといえる。 

 

（1）プロジェクト目標達成度 

プロジェクト目標達成度については、既に述べた（３－２－４ プロジェクト目標の達

成状況参照）とおりであるが、終了時評価の行なわれた時点において、プロジェクト目標

はほぼ達成されているといえる。プロジェクトにより支援された保健医療・保健行政従事

                                                        
7 PDM上の注釈に示されるとおり、本プロジェクトの直接的ターゲット・グループ（一般的にターゲット・グループと表現さ

れるもの）は、保健省とモデル県ににおける保健医療・保健行政従事者であり、間接的ターゲット・グループ（一般的には

最終受益者と表現される）は、5歳以下の子どもと定義されている。 
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者たちが中心となって実践するMRが郡、県、中央レベルにおいて実践されていること、保

健医療施設の利用者たちの不満足度が減少していること、県と郡のレベルでの保健サービ

スを利用する5歳未満児の数が増加している、ことが主たる根拠である。 

 

（2）プロジェクト目標達成に貢献したアウトプット 

プロジェクト目標達成のために設定された5つのアウトプットはすべて、目標達成に貢献

している。また、これらのアウトプットのそれぞれが密接に連動して、プロジェクト目標

達成に向けて相乗効果を生み出したといえる。例えば、アウトプット3は、アウトプット2

により大きな成果を生み出すことができたと考えられる。すなわち、MRが機能するために

は、実際に行うためのモニタリング手段が必要であるため、もし、VVCやFFC、定例会議と

いったネットワークが構築され稼動（アウトプット2）しなければ、必要臨床IMCIやMR（ア

ウトプット3）は、その効果をこれほどまでに生み出すことはできなかったかもしれない。

また、アウトプット3はIEC活動（アウトプット4）があったからこそ、ここまで十分に効果

を生み出せたといえる。また、どの活動にも必要なコンポーネントであるアクティビティ

ー・サイクル（アウトプット5）、すなわち、計画・実施・モニタリング・評価及びフィー

ドバックの実践によって、アウトプット1～4のすべてのアウトプットは促進され、プロジ

ェクト目標達成を後押ししたと考えられる。 

 

（3）促進要因と阻害要因 

促進要因として以下の点が同定される。 

・ アウトプット間の連動：（2）において上述したアウトプット間の連動が、相乗的な効

果を生み出した。 

・ コストシェアリングと既存資源の活用：保健医療・保健行政従事者であるカウンター

パートたちは、コストシェアリングと既存資源の活用という基本姿勢を実践において

貫こうと努力した結果、業務において、コスト削減に努めることはもちろん、体系立

てて物事を進めるというやり方をするようになった。 

・ 合宿：全アウトプットの礎となる円滑なコミュニケーションが、泊りがけで雑事を気

にすることなく議論に集中できる環境をつくり出す「合宿」によって可能となった。 

・ 県レベルへの日本人長期専門家の配置：県レベルにおいて、常駐する日本人専門家と

身近に接しながら働くことで、働き方、ワーキングスタイルといったものに多大なる

影響が出た。県レベルに常駐するということは、インフォーマルな部分においても日

本人専門家との共有が可能になり、かしこまらず忌憚のないコミュニケーションがで

きた。 

・ 研修と実地（研修を実践に移す機会）の連動：具体的に実践に役立つという観点から

の研修内容の適切さもさることながら、それに続く現場での実務が実践の機会となっ

ている。いわば、実地研修として、得た知識やスキルを活用し経験することでより強

固なものにする機会となっている。 

・ マネジメントの基礎の形成：研修や実践によって吸収された、人間関係、協働、チー

ムワークや調整といった基本的なマネジメントスキルが、MRやFFCなどという機能的

マネジメント・システムを動かす原動力として働くこととなった。 
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プロジェクト目標達成に対する大きな阻害要因は、特段認められなかった。 

 

４－１－３ 効率性 

効率性とは、プロジェクト実施過程における生産性のことであり、投入が成果8にどれだけ効

率的に転換されたかを検討する。本調査にあたり、各アウトプットの達成度及びそれらに対す

る投入の手段、方法、時間/期間、費用の適切度、また、その投入に対して現れはじめている成

果を検討した結果、プロジェクトの効率性は満足のいく水準であると判断される。詳細は以下

に示すとおりである。 

 

（1）投入の妥当性 

日本側とラオス側双方の投入は、以下に示す理由から、意図したアウトプットを生み出

すためにおおむね必要で十分なものであったといえる。 

 

1）日本側投入 

・ 短期専門家は、さまざまな分野において派遣されたが、プロジェクトのなかでそれ

ぞれに期待された役割を果たした。日本人専門家の派遣のタイミングや質の高さは

適切であった。ただし、現地のニーズと専門性がそぐわない場合が一部あった。日

本人専門家の派遣のタイミング、質や量はおおむね適切であった（詳細に関しては、

付属資料1 合同評価報告書のANNEX-7-aにある派遣された日本人専門家リスト参

照）。 

・ カウンターパート研修の時期、期間、内容は適切であった（日本及びタイでのカウ

ンターパート研修参加者リストは付属資料1「合同評価報告書」のANNEX-7-b参照）。 

・ 日本側は、技術移転に必要な機材を供与した（供与機材リストは付属資料1 合同評

価報告書のANNEX-7-d参照）。 

 

2）ラオス側投入 

・ カウンターパートの配置は予定されたとおりであった。また、配置されたカウンタ

ーパートの数は十分であった。ただし、要求した専任のカウンターパートに関して

は、ウドムサイ県には配置されたが、それ以外（ビエンチャン県と中央）では配置

ができなかった。 

・ 日本側から供与された機材は、活用・維持されている。 

 

（2）アウトプットの達成度 

プロジェクトは、意図していたアウトプットを満足のいく段階まで達成した（詳細につ

いては、付属資料1 合同評価報告書のANNEX-5を参照）。 

 

                                                        
8 正確には、Output とOutcomeを成果とするが、Outcomeの発現には時間を要することから、現実には、アウトプットを中心と

してみることとなる。 
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（3）成果（アウトカム）の発現 

小児保健サービスを改善するためのマネジメント・システムが強化されてきている。保

健医療・保健行政従事者は、技術を身につけ、自信をつけ、責任感を強め主体性を高める

など意識が変わってきている。プロジェクトにより支援された保健医療・保健行政従事者

たちが中心となって実践するMRが郡、県、中央レベルにおいて実践されており、その結果

として、保健医療施設の利用者たちの不満足度が減少していること、県と郡のレベルでの

保健サービスを利用する5歳未満児の数が増加している、このように、発現している成果が

十分に大きなものであり、そのためになされた投入との比較からも効率性は高いといえる。 

 

４－１－４ インパクト 

インパクトとは、プロジェクトが実施されたことにより生じる直接的、間接的な正負の効果

のことである。本調査では、計画時に意図された効果及び予想されなかった効果を検討した結

果、いくつかのプラスの効果が得られ、また発展しつつあることが確認され、プロジェクトの

正のインパクトは以下のとおり高いといえる。なお、負のインパクトについては、特段観察さ

れなかった。 

意図しなかった正のインパクトは、以下のとおりである。 

① “SUKHAPHAP”（「健康」の意）という雑誌が、KIDSMILEプロジェクトにカウンターパ

ートとしてかかわっている職員の努力により6年ぶりに再発刊された。全国の保健医療・

保健行政従事者を対象とする雑誌であり、有効な情報発信のメカニズムといえる。次号

の特集は、KIDSMILEが予定されている。この雑誌再発刊は、カウンターパートのイニシ

アティブによって引き起こされた予期せぬ正のインパクトである。 

② ウドムサイ県においては、県病院が、新生児と母の家庭訪問による健診を開始した。こ

れは、日本及びタイにおいて研修を受けたカウンターパートのイニシアティブにより開

始されたものである。 

③ ビエンチャン県においては、関係者により既にその有効性が実感されているFFCが、郡か

らヘルスセンターへ実施されるに至っている。 

④ 国家学校保健政策が、保健省、教育省の主要メンバーから構成されるタスクフォースに

より策定され、現在この政策は施行されている。これは、SSPP（Small Scale Pilot Project）

との協力枠組みのなかでの学校保健活動に基づいて行われたものである。 

 

一方、上位目標は意図された中長期的な正のインパクトであるが、上位目標1の「モデル県に

おける子どもの健康状態」は外部条件が満たされるならば、プロジェクト終了後数年以内に達

成されるであろう。上位目標2の「プロジェクトにより設立された実用的なシステムが中央レベ

ルとモデル県を越えて活用される」という状態が実現するか否かは、今後中央レベルにおける

保健省が取る行動次第であるが、現在、拡大に向けた動きが開始されつつある（詳細について

は、３－２－５ 上位目標達成の見込みを参照）。 

 

４－１－５ 自立発展性 

自立発展性とは、わが国の協力が終了したあとも、プロジェクト実施による便益が持続され

るかどうかを、検討する評価項目である。具体的には、保健省、県保健局、郡保健局といった
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カウンターパート機関がどの程度、プロジェクト実施時に受けている効果を終了後に維持でき

るかを問うものである。本項では、2つの側面に関しての自立発展性について、すなわち、プロ

ジェクトのモデル県であるビエンチャン県とウドムサイ県において今後もプロジェクト効果発

現による利益を得続けることができるのかを垂直方向への自立発展性として、一方、中央での

カウンターパート機関である保健省が本プロジェクトで生み出し実践してきたKIDSMILEアプ

ローチを、ラオス全体へと拡大するという目的に向けて自立発展的であるのかどうかを水平方

向への自立発展性として、組織的、財政的及び技術的な観点から検討した。なお、後者は、上

位目標の達成と深くかかわる点であり、既にインパクトの項目においても言及されている。前

者、すなわち、モデル2県における継続性という観点からの自立発展性は、ある程度高いと判断

できる。もし、財政的な側面からの自立発展性が更に確かなものになれば、自立発展性はより

高いものとなる。 

上記判断根拠は以下のとおりである。 

 

（1）組織的自立発展性 

現時点で得られている政策レベルでの支援は、プロジェクト期間終了後も引き続き存続

することが見込まれる。例えば、ビエンチャン県においては、2006年から2010年を対象期

間とする県保健局5カ年計画において、MRを活用することで提供する保健サービスの質を

上げることが、優先される方向性と郡病院における計画として示されている9。 

 

（2）経済的・財政的自立発展性 

カウンターパート機関、なかでも県レベル以下の組織において費用対効果を高めるため

の、また、財源確保のための多大なる努力がなされてきたことは評価に値する。一部の活

動については、組織の経常経費から費用が充当されるケースも出てきている。県レベルで

は、多くの活動が既に年間計画のなかに組み込まれるようになってきている。その結果、

予算配置状況は以前よりも格段に良くなってきている。しかしながら、MR導入に係る初期

投資費用やFFCを含めた統合的なMRメカニズムを維持するための費用は、県以下の組織に

とって、容易ならざる負担である。保健省は、他県へのMR拡大に際してはファシリテータ

ー役を務めるべき中央組織であるが、この保健省からの可能な財政的支援に関しては、他

ドナーからの支援がほのめかされる形で言及された。もし、このような他ドナーからの支

援が期待できるということであれば、中央からの財政的困難は緩和され、この観点からの

自立発展性もより確かなものとなる。 

 

（3）技術的自立発展性 

技術的な観点からの自立発展性は、1）知識とスキルの向上、2）組織間の調整、3）従事

者の意識向上、の点から高いと判断される。詳細は、以下のとおりである。 

 

1）知識・スキルの向上という観点から 

カウンターパートを含む中央やモデル県の保健医療・保健行政従事者の、質の高い保

                                                        
9 派遣専門家曽根和枝氏による業務完了報告書7ページ参照。 
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健サービスのためのマネジメントにおける知識やスキルは向上した。移転された技術と

は、プロジェクト目標の表現として表出する「マネジメント・システム」と表現できる

が、これは、個人的なレベルのものから、集合的・組織的なレベルのものまで存在して

いる。例えば、臨床IMCIやMRは、保健医療・保健行政業務全体のメカニズムのなかでそ

れらに従事する者の日常業務として現在実践されている。このようなマネジメント・シ

ステムに関連して、FFC、定例会議、指標を用いたモニタリングや報告といったことが、

業務のなかで確立されている。カウンターパートを含む保健医療・保健行政実施者が単

に理論的知識を増やすための研修を受けたことに満足しているのみならず、実際にこれ

らのスキルを自分たち自身の手で実践し、病院利用者の満足を得る段階にまで達してい

る。これに加えて、彼らのスキルの水準は、特に臨床IMCIに関して、他の保健医療・保

健行政従事者に教えることができる段階にまで達している。 

 

2）組織間の調整という観点から 

保健省、県保健局、郡保健局の縦の連携、また、各行政水準における異なる部局の調

整状況が改善され、よく機能している。VVC、FFC、定例会議や合宿を通じた記録、報告、

モニタリングは、関連全組織の縦の連携、横の連携をより緊密なものへと導いた。特に、

県保健局と郡保健局の密接な連携は、モニタリングという点で、マネジメント・システ

ムが機能するために重要な役割を果たすこととなっている。 

 

3）従事者の意識向上という観点から 

マネジメントにおける変化の根底には、カウンターパートを含む保健医療・保健行政

従事者たちの意識変化がある。彼・彼女らは今や、チームワークや関連機関の調整の重

要性を認識し、高い責任感を保持し、主体性をもってボトムアップの意思決定を行うよ

うになってきている。すなわち、上司からの命令を受身に待つのではなく、何をなすべ

きかを自ら考えるようになってきている。VVC、FFC、MRを通したマネジメント・シス

テムの機能するメカニズムというものは、モチベーションの高い職員によって実践され

てこそ、効果的効率的なものとなることを理解している。結論づけるならば、カウンタ

ーパートの意識はより前向きなものへと変化し、その結果、働く態度を含むワーキング・

スタイルに影響を及ぼすことになった。このような意識・心構えの変化により、追加的

な予算が仮になくとも、保健医療・保健行政従事者である彼・彼女たちは、これまで述

べたような実践（変化）を継続し、また、その結果として提供するサービスの質を上げ

ることをしていくことが可能である。 

 

４－１－６ 効果発現要因・阻害要因 

（1）計画内容に関するもの 

発現要因として； 

・ 計画内容に関すると同時に実施プロセスにも関連する点であるが、アウトプット間

の連動が挙げられる。計画内容の観点からは、連動するようにアウトプットが設定

されたと表現できる結果となった。すなわち、アウトプットのそれぞれが密接に連

動して、効果の発現に向けて相乗作用を生み出している。活動の実態に合わせて次
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第に計画内容を絞り込んでいくという緩やかな計画策定を実施した意図からは、こ

のような相乗効果は必ずしも厳密に予測し得なかったともいえるが、一方で、アウ

トプット5は、どの活動にも必要なコンポーネントであるアクティビティー・サイク

ル、すなわち、計画・実施・モニタリング・評価及びフィードバックの実践によっ

て、アウトプット1～4のすべてのアウトプットが促進されるよう意図されたアウト

プットである。そのどちらも、結果として、プロジェクトの計画内容が効果の発現

に寄与する要因となった。 

・ プロジェクト目標の根底に据えられたマネジメントの基礎の形成が、効果発現の背

景に存在している。具体的には、研修や実践によって吸収された、人間関係、協働、

チームワークや調整といった基本的なマネジメントスキルが、MRやFFCなどという

機能的マネジメント・システムを動かす原動力へとつながっている。この点は実施

プロセスに関連する部分でもあるが、マネジメント強化を目標として設定した本プ

ロジェクトの計画内容に関連する発現要因といえる。 

 

（2）実施プロセスに関するもの 

効果の発現要因として； 

・ 本プロジェクトが基本姿勢として貫いてきた4つの点である、柔軟な計画策定、既存

資源の活用、コストシェアリング、合宿などを通じた緊密なコミュニケーション、

は効果の発現に寄与したといえる。 

・ 上記の緊密なコミュニケーションに関連するが、県レベルに日本人長期専門家を配

置した点も、基本的なマネジメントスキルや働く姿勢をともに学ぶという環境で伝

えることができた点で発現要因となっている。 

・ 研修を受けたカウンターパートが、それに続く日常業務のなかで、すぐに研修で吸

収した内容を業務として実践できる環境設定も効果発現に貢献した。 

 

４－２ 結論 

４－２－１ プロジェクト達成度 

以下に示す理由から、プロジェクト目標はほぼ達成されているといえる。 

① 県と郡のレベルでの保健サービスを利用する5歳未満児の数が増加している。他の貢献要

因とともに本プロジェクトがこの増加に貢献していると考えられる。 

② 保健医療施設の利用者たちの不満足度が減少している。 

③ FFCや郡会議など本プロジェクトの他システムとともに郡、県、中央がそれぞれが各役割

を認識して、MRが実施され、モデル2県においてうまく機能している。この観点から、

郡、県、中央においてMRが達成されたと考えることができる。 

 

これらの指標に加えて、情報共有や率直な意見交換を基に郡や県の主体性が強化され、その

結果としてボトムアップな意思決定へと変化してきている。FFCや定例会議などの活動とMRに

からむ活動とによって、保健省、県保健局、郡保健局など関係機関の縦横の連携・調整という

ものが強化されている点もマネジメント・システムが強化されたことを裏づけている。 

 



 

－30－ 

４－２－２ 評価5項目の観点からの評価 

本プロジェクトの妥当性は非常に高く、有効性も高い。効率性の度合いも十分なものである

と判断され、正のインパクトも高い。自立発展性に関しては、モデル県における継続性という

観点からは、一定程度高いことが見込まれるが、一方で、プロジェクトの成果を全国的に広げ

ていくという展開の観点からの自立発展性については、中央の保健省によって今後とられる措

置に依存しているのであり、その意味で一定の条件が満たされれば確保されることが見込まれ

る。 

 

４－２－３ 促進要因と阻害要因 

（1）プロジェクトの計画内容に関するもの 

アウトプット間の連動が相乗的な効果を生み出していること、マネジメントの基礎形成

がすべての効果発現の背景に存在することが挙げられる。 

 

（2）実施プロセスに関するもの 

本プロジェクトが基本姿勢として貫いてきた既存資源の活用、コストシェアリング、合

宿、また、計画内容とも関連するが柔軟な計画策定、という点に加えて、県レベルへの日

本人長期専門家を配置したこと、研修を受けたカウンターパートが研修に続く日常業務の

なかで、研修で学んだ内容を業務として即座に実践できる環境設定も効果発現に貢献した。 
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第５章 提言と教訓 
 

５－１ 提言 

評価結論に基づき、評価団は、ラオス及び日本両政府に以下の諸点を提言した。提言に挙がっ

た7点のうち、4つがMRについてである。MRは本プロジェクトで中核となる成果であり、保健省

は今後広く普及展開することをめざしているが、それにあたり解決すべき課題があると日本側は

考えている。その問題意識を共有し、残された期間で今後保健省が中身の伴うMRを継続、展開で

きるよう方針を立てていく必要があるため以下のとおり提言している。TISについては、システム

の意義への保健省の認識が十分明確でない。TISの今後を検討するには、保健省が本システムの意

義と活用方針を明確にしなければならないため、同じく提言した。 

 

（1）プロジェクト終了時までに実施すべき事項 

2007年10月末のプロジェクト終了時以降に保健省が諸活動を実践していくために、関係者

は以下の必要な措置を実行する。 

 

  ＜モデル2県においてMRを継続させるために＞ 

① プロジェクトはMRの全体構造を整理し、これを中央－県－郡の各レベルの間で共有す

る。 

② 治療局は2県をモニターし必要に応じて訪問指導を行う。 

③ プロジェクトは、MR継続の責任者、役割、手順、予算などについて現実的な計画を準

備する。 

 

  ＜モデル県を越えて他県にMRを展開していくために＞ 

④ プロジェクトは以下の諸点に配慮しつつ、MRを他県に展開することに関して意見交換

を行い合意を形成する。 

a）既存のMRを尊重しつつ、郡病院のどの機能をMRを通じて改善することをめざすのか、

具体化する。 

b）MR展開の責任者、役割、手順、予算などについて現実的な計画を準備する。 

⑤ TISの意義及び今後の方針についてプロジェクトは再確認する。その際に、本システム

確立のためには保健セクター全般にわたる協調及び協力が不可欠である点に留意する。 

⑥ プロジェクト終了後の自立発展を確保するための終了戦略の一環として、プロジェク

トは日本人専門家の関与を徐々に間接的な支援へと移行する。 

 

（2）プロジェクト終了後に向けて対処すべき事項 

⑦ 保健省は、子どもの健康キャンペーンのモデルをモデル県以外の県の既存の活動に適

用する。 

 

５－２ 継続支援の方向性について 

既述のとおり、本プロジェクトはおおむね目標を達成できたと評価されたが、提言のとおり、

プロジェクト期間内で取り組むべき課題がある。基本的に提言内容が達成されれば、持続発展性
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はより高まることとなる。 

モデル2県での活動については、予算を確保するという条件はあるものの、技術的組織的には継

続可能である。ただ、心配がないわけではなく、プロジェクトの終了時期がラオスの新会計年度

の開始時期（10月）と重なるため、この時期に滞りなく2県において活動が継続されるかを、何ら

かの手立てで見届けることにより確証をもって持続性を確認することができる。また、プロジェ

クト期間内に、保健省によるMRの展開に向けた計画、手順、体制固めの検討を進めるが、その枠

組みが決められたとしても、他県への展開に向けては技術的な支援が必要と考えられる。適切な

技術支援がなされなければ、形骸化したMRが広められることが懸念される。加えて、今後MRの

コンセプトを検討されている母子保健とEPIの統合化のなかで応用していくことも考えられ、母子

保健改善プログラムでの成果活用が見込まれる。同プログラムをより戦略的に実施していくため

今後案件形成をしていく考えであり、保健省のMR展開や母子保健統合化の動きを見据えたうえで

検討する必要がある。 

これらの課題を解消していくために新たに専門家を配置して、上記の活動と今後の協力案件の

検討を進めることは意義が高いと判断される。本プロジェクト目標はおおむね達成されたことか

ら、また、今後のJICAの母子保健改善プログラムでの活用をめざすことが重要との考えから、同

プログラムの中核案件である保健セクター事業調整能力強化のコンポーネントとしてこの専門家

を位置づけ、派遣することに意義があると調査団として判断した。 

 

５－３ 教訓 

従来の保健プロジェクトは、特定分野における保健サービスの向上を目標として、診療施設や

研究所などといった施設を中心に、人的・物的資源の投入と診療技術などの医療分野に特化した

技術移転が中心となってプロジェクトが実施されてきた。しかし、KIDSMILEプロジェクトでは、

保健サービスの基盤となる保健行政を介入ポイントとして、県・郡といった地方保健行政官のマ

ネジメント能力向上を通した「子どものための保健サービス」改善に真摯に取り組んだ、挑戦的

かつユニークなプロジェクトである。つまり、保健行政における横断的なマネジメント機能強化

という新しい介入を行うことによって、物的・金銭的な資源に頼らない被援助国の自立発展をめ

ざしたキャパシティ・ディベロップメントをめざした先進的なプロジェクトである。そのゆえに、

プロジェクトの軌跡から教訓を学ぶ意義は重要であり、他の保健案件はもとより、セクターを越

えたこれからの援助のあり方を考察するうえでも、多くの示唆に富んでいると思われる。 

KIDSMILEでは、このような新しい試みを行ってきたがゆえに、ラオス側及び日本側の実施者双

方にとって共通理解の形成、目標の共有、成果の達成において試行錯誤が行われてきたことは、

今回の調査において関係者からの聞取りや意見交換などによって明らかにされてきた。しかしこ

のような試行錯誤が結果として、ラオス側・日本側の双方において個人のマネジメント能力成長

のみならず、組織としての課題対応力や行政機能の強化、ひいては中央政府や地方自治体におけ

るモデル事業の形成段階にまで発展してきたことは大変注目される。特に中間評価以降の成果の

達成には眼を見張るものがあり、終了時評価団としては、プロジェクトがラオスの保健セクター

に大きな功績があったばかりでなく、保健案件における「自立発展が可能な保健システム強化」

や、プロジェクト支援のあり方としての「キャパシティ・ディベロップメント」のモデル事業と

して教訓を提示できないか･･という観点からも情報の収集が行われた。 

しかし、これほど多彩に事業展開をしているプロジェクトの全体像をまとめることは時間的な
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制約のなかで至難の業であり、プロジェクトが終了するまでの期間にラオス側・日本側のプロジ

ェクト実施者で教訓をまとめる作業（良いもの、悪いものをすべて含み）を委ねるとして、今回

の終了時評価時点では発展的な教訓を以下の6項目について抽出した。これら6項目は、ラオス及

び日本側の実施者にとって有益であるばかりでなく、他国での同様の保健案件や、セクターを越

えたキャパシティ・ディベロップメント事業のあり方に対して非常に示唆に富んだものであると

考えられた。 

 

① プロジェクト目標である「県及び中央政府のマネジメント能力の強化」が、行政機能のみ

ならず、小児保健サービスの質と量の改善に貢献できることが確認された。 

② カウンターパートの主体性を尊重することにより、プロジェクト活動に対する動機づけ、

使命感、責任感などを育てることができた。 

③ プロジェクト・デザインやその改定作業における柔軟性は、その過程において双方が試行

錯誤することにより、キャパシティ・ディベロップメントの原動力となった。 

④ プロジェクト現場における「活動サイクル」の実践は、あらゆる行政レベルにおける保健

行政官及び保健サービス提供者のマネジメント姿勢の変化を促進した。 

⑤ 緊密で双方向のコミュニケーションの機会の創出と工夫は、子どもの健康改善のためのさ

まざまな関係者を連携する強力な牽引力となった。 

⑥ プロジェクトで考案・導入されたMR活動は、子どものための保健サービス提供を改善す

るための画期的な工夫である。 

 

① プロジェクト目標である「県及び中央政府のマネジメント能力の強化」が、行政機能のみ

ならず、小児保健サービスの質と量の改善に貢献できることが確認された。 

保健行政並びに保健活動の実施において、行政マネジメント能力は、保健システムが継続

的に発展していくための重要な要素である。したがって、プロジェクトでは、プロジェクト

開始当初から、県及び郡保健行政機能及び中央政府の調整機能を強化することに主眼に置い

てきた。その結果、プロジェクト活動を通して保健行政官自らが個人的な能力の限界を認知

し、そのギャップを埋めるためにお互いが協働することによって活動が行われた結果、行政

組織のマネジメント能力が飛躍的に向上し、子どものための保健サービスの質と量の自立発

展が可能な状態となるまでに行政組織が成長してきている。 

いまだ中央政府（保健省）のレベルでの具体的な制度化まで到達していないが、今後、プ

ロジェクトの残り期間において、これら制度化の作業と自立発展可能な保健システム形成に、

時間とリソースを傾注することによって、更に地に足が着いた成果の達成が得られるのでは

ないかと考えられる。 

 

② カウンターパートの主体性を尊重することにより、ラオス側のプロジェクト活動に対する

動機づけ、使命感、責任感などを育むことができた。 

プロジェクトでは開始当初からカウンターパートの主体性を尊重しながら、プロジェクト

目標に向ってラオス側・日本側が協調的に事業を実施・展開してきた。つまり、日本人専門

家は、車の助手席に座り「ともに学ぶ」姿勢を基本に、専門的なアドバイスをしながらカウ

ンターパートと協働してきた。特に、県レベルにプロジェクト事務所を設置し、専門家とカ



 

－34－ 

ウンターパートが常に協働しながら学びあう環境を整えてきたことはプロジェクト成功の鍵

であったと思われた。これは個人のマネジメント能力を保健サービスの現場に反映させる反

復作業を行うことにより、カウンターパート側の業務に対する高いモチベーション、使命感、

責任感を育むことが可能となる仕組みであった。さらにプロジェクト活動への主体的な取り

組みを継続的に支援することにより、リーダーシップ、チームワーク、コミュニケーション

などの保健行政を実施するうえで重要なマネジメント能力が向上し、個人のみならず組織発

展のための機動力となってきたことは大変大きな成果であると思われた。 

 

③ プロジェクト・デザインやその改定作業における柔軟性は、その過程において双方が試行

錯誤することにより、キャパシティ・ディベロップメントの原動力となった。 

プロジェクトでは、直接受益者（中央政府、地方保健行政官、保健サービス提供者）や最

終受益者（地域住民）の時々刻々と変化する真のニーズに的確に答えるために、プロジェク

トの方向性や目的設定において柔軟的な対応を行ってきた。さらにプロジェクトの介入戦略

において明確な目標を設定せず、ラオス側・日本側双方の話し合いを通して、それぞれの状

況に応じた目標や戦略を設定し、個々の成果活動を展開してきた。この柔軟性によって、技

術支援においても「こうしなさい・・」という教師的な上下関係を排し、双方が対等の立場

でともに考え、ともに行動し解決していくための「挑戦」と「忍耐」を、双方の実施者に培

うことが可能であった。 

特に、プロジェクト当初から双方の混乱の原因であった、「子どもの保健サービスか、マネ

ジメントか？」という曖昧なプロジェクト目標設定についても、中間評価時点で「小児保健

サービス改善のためのマネジメント システム強化」として整理され、共通の目標として再設

定されたことにより、プロジェクト実施期間後半では、現実的な目標を設定することで具体

的な成果を上げることが可能となった。 

このようなプロジェクト初期の目標設定における柔軟性は一見すると無駄のようであるが、

十分に双方が試行錯誤を経たあとの問題点の整理と具体的な成果目標の再設定という試行錯

誤の過程において、チームワークと共有理解が育成され、個人の能力発展のみならず組織と

しての能力強化や地域保健システムが自立発展していくための必要不可欠な事業プロセスで

あったと考えられた。この教訓は、類似のキャパシティ・ディベロップメント事業を行って

いくうえでも大切な要素であると思われる。 

 

④ プロジェクト現場における「活動サイクル」の実践は、あらゆる行政レベルにおける保健

行政官及び保健サービス提供者のマネジメント姿勢の変化を促進した。 

マネジメント研修で培った能力を日常業務のなかで発揮することにより、保健行政マネジ

メントの基本である「活動サイクル」（計画→予算化→実施→モニタリング→評価）が、自然

とカウンターパートの基本的姿勢として定着してきた。これはプロジェクト活動のなかでマ

ネジメント能力が生かされただけでなく、通常業務のなかで「活動サイクル」を実践するこ

とにより、はじめてカウンターパートの意識・行動の変化として定着し、プロジェクト活動

という特異な設定を越えた恒久的な保健システム発展の基盤として重要であることが示唆さ

れた。 

プロジェジェクトでは更にこの「活動サイクル」を中央政府・県・郡すべてのレベルにお
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ける業務の基本姿勢として生かしていく努力を続け、各県の郡病院をはじめとする「ベスト・

プラックティス」の評価基準の対象となるまでに発展させてきたことは大変意義のある成果

であると考えられた。 

 

⑤ 緊密で双方向のコミュニケーションの機会の創出と工夫は、子どもの健康改善のためのさ

まざまな関係者を連携する強力な牽引力となった。 

プロジェクトでは、IEC活動、巡回指導、無線通信、定期会議、合宿などのさまざまなコミ

ュニケーションの機会と工夫を導入し、各活動に積極的に適用することによって、「子どもの

健康のための保健サービス」という目標の達成のための成果を効率的に上げることが可能と

なった。特に、IEC活動をIMCIやEPI活動と連携させることによって、サービス提供の現場レ

ベルにおいて、保健従事者のモチベーションが向上し、施設とコミュニティの距離が縮まり、

施設受診者の増加や診療の質の向上に多大に貢献したと考えられた。 

このようにプロジェクトでは、コミュニケーションの機会と工夫を積極的に活動に取り入

れることにより、コミュニケーションが一種の接着剤のように作用し、保健行政の各レベル

が緊密に連携しはじめたのと同時に、豊かな情報共有の輪という環境によって地域住民の真

のニーズを反映したボトムアップの保健活動が可能となってきた。 

結果的には、プロジェクトの主要なコンポーネントにIEC活動やレベルを越えた会議を設定

することによって、「マネジメント能力向上」が「サービス向上」というひとつの目標に向っ

て集約されていったとのではないかと思われた。さらに豊富なコミュニケーションの運営基

盤は、個々人のみならず組織としての指導・任命・協働・発表・促進といったマネジメント

の基本姿勢においても、カウンターパートの意識と行動の変化として作用してきたと考えら

れた。 

 

⑥ プロジェクトで考案・導入されたMR活動は、子どものための保健サービス提供を改善する

ための画期的な工夫である。 

MRはプロジェジェクトで新たに導入された、子どもの保健サービスのための行動規範10カ

条であるが、施設レベルでこのMRを実施・モニタリングすることにより、子どものための保

健サービスの基盤となる総合的なマネジメント能力が育成され、保健サービスの標準化と自

立発展につながってきたと思われた。またそのMRの独創性及び明解性において、基本的なマ

ネジメント・ツールとしてラオス側から高い評価を得てきている。 

特に、「自分たちの身の回りでできることを、自分たちの力でやっていく」ことを基本にし

たMRの姿勢は、更に上位の行政レベルからの巡回指導や技術支援によって補完され、ラオス

においてこれまであまり注目されてこなかった施設レベルでのマネジメントの基本姿勢を見

直す契機となった。さらにMRがIMCIと連携することによって、保健施設自らが限られた資源

を有効に活用し、「子どもの保健サービス」向上のための役割と責任を明らかにすることが可

能となってきている。 

このようにMRは、他の活動と連携して効果が最大限に発揮されるという意味で、プロジェ

クトがめざしたマネジメントの基本姿勢であり、集約的な活動である。今後は、全国展開を

にらみながらも、プロジェクト終了時までに各県で実施されたおのおののケースを取りまと

め、その実施戦略を整理し、中央政府と実現可能な方策を練る作業が必要であると思われた。 
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５－４ 小児保健担当団員所感 

「ラオスという文脈でのKIDSMILEプロジェクトの実践がもたらす基本的問い」 

 

 （1）KIDSMILEプロジェクトにおける「マネジメント」 

本終了時評価の重点関心事項は、「マネジメント強化というアプローチがラオスの小児保健

サービス改善のために有効であるか」という問いである。当プロジェクトでは「マネジメン

ト」という言葉を独自に定義しているので、プロジェクト作成資料よりこの定義を確認して

おく。 

「プロジェクト開始当初より、KIDSMILEでは『人材、物品、資金』の部分をこちらからあ

えて提供せず、ラオスの既存のresourceを活用して、『自分たちのできる範囲でできることを確

実に』行う（プロジェクト終了後も自分たちだけで継続できる活動にするため）という基本

方針をとってきた。現在、KIDSMILEプロジェクトでは『マネジメント』を、『やるべきこと

を達成すること』『やってみて生じた問題点を解決し、その経験を類似の活動に生かすこと』

と定義している。KIDSMILEが強調している『マネジメント』は保健課題に限って重要なこと

ではなく、社会で仕事をしていくうえでの基本姿勢を示したものともいえる。本プロジェク

トは、どんなテーマを選んでも共通して必要かつ大切な部分、『当事者であるスタッフの意識

改革』『スタッフの責任や役割分担の確認』『個人ではなくひとつの組織、チームとして働く

ことの重要性・強みの認識』といった基本的事項を掘り起こしてきた」 

 

 （2）「マネジメント」強化の結果としての「質への関心」と「相互信頼醸成」 

今回の評価結果を一言で要約すれば、本プロジェクトは子どもの健康キャンペーンやMRな

ど、特に郡レベルでの保健サービス掘り起こしとそれに呼応するシステムを開発したという

点で特に成果を挙げた、と表現し得る。この成果達成に大きく貢献した要因として2点が指摘

される。 

1つは、「活動をやりっぱなしにしない。実施した活動を振りかえり次回の活動の改善に生

かす」という主旨で導入された活動サイクルの重視である。経験から学びそれを次の活動に

反映させるという姿勢はプロジェクト関係者に浸透し、業務の質の改善への関心を高めた。

従来、活動結果としての数値（指標）の変化のみに気をとられがちであったが、実施プロセ

スでのさまざまな学びに価値を見いだすという意識の変化をもたらした。個人レベルでのこ

の変化は自己実現として認識されている。2つめの要因は、「縦と横のネットワーク」の確立

である。中央・県・郡の各レベルにおける部局間及び各レベル間での情報共有を促進して業

務の効率化を図るという効果に加えて、コミュニケーションの強化がプロジェクトメンバー

間の信頼醸成へと発展した。メンバー間の信頼は各人の役割や実践を相互に認め合うこと、

すなわち相互承認の素地を生み出している。 

これら2点はプロジェクトの定義する「マネジメント」強化と深く関連している。 

 

 （3）「成果」間の相乗効果と子どもの健康実現へ向けた包括的システム 

上述の2点、すなわち業務改善への持続的具体的な取り組みと、プロジェクトメンバー間の

コミュニケーション強化は相補的・相乗的に影響しあい「包括的なシステム」を維持・発展

させる原動力につながっている。すなわち、「マネジメント」強化は「何をするにしても当た



 

－37－ 

り前のことが確実にできるようにする」という「土台」づくりという段階を超えて、小児の

健康を実現するための包括的なシステム構築に到達しつつある。ことに、プロジェクト後半

において「マネジメント」強化の取り組みを、こどもの健康という目標へ収斂させるべく意

識的に努力したことによって、ともすれば「マネジメント」という大切さは分かるけど「や

っていてわくわくするもの」が比較的少ない活動の積み重ねが、組織横断的で包括的なアプ

ローチ（予防と治療に加えてそれらサービスを支えるしくみを含む）の実現に結びつくとい

う実感をもたらした。 

したがって冒頭の問いに対して、「マネジメント強化というアプローチはラオスの小児保健

サービス改善のために有効であった」と結論できる。 

 

 （4）「ラオス」という文脈における「土台づくり」の意義 

各種の資源が少なく、特に人材の層が薄いラオスにおいて、「マネジメント」強化に取り組

んできた意義は注目すべきである。 

当プロジェクトは主に保健行政及びサービスに携わる公務員とともに活動している。業務

遂行に必要とされる事務処理能力の開発は基本的に個人の努力に任されている。一方で、政

策や施策の策定への参加機会は極めて限られている。このようなラオスの政治的・社会的背

景において、「活動をやりっぱなしにしない。実施した活動を振りかえり次回の活動の改善に

生かす」こと、及び「個人・グループ・組織そして組織間におけるコミュニケーションの促

進」は、保健分野にとどまらず行政を担う職員や組織が有すべき基本的な「土台」である。

しかし、教育、習慣、社会体制など諸々の背景を有するラオス社会での、こうした活動の実

践には継続的で忍耐強い働きかけが求められる。 

この課題を正面から見据えて、活動サイクル、VVC、FFC、定例会、合宿、そして日常業務

における意識的積極的なコミュニケーションなど、さまざまな側面からのアプローチを工夫

してきたプロジェクトの姿勢はラオスの保健行政の効果性を高めるために適切であるばかり

か不可避でさえあり、傾注された多大な努力にかんがみてもプロジェクトが本来的にめざし

ている子どもの健康実現という課題に対するアプローチとして極めて妥当な選択であった。

この点においてプロジェクトが意識的に取り組んできた「土台づくり」という意義は、今後

のラオスでの開発協力事業において参照されるべき重要な示唆を含む。 

 

 （5）MR評価と組織力強化研修を契機としたプロジェクトアイデンティティの確認 

終了時評価を数カ月後に控えた2007年1月から2月にかけて、「グループのキャパシティを高

めるために人間関係のさまざまな側面を学ぶ」ことをねらいとした「組織力強化研修」が実

施された。この時点で「何をするにしても当たり前のことが確実にできるようにする」とい

う「土台づくり」あるいは「マネジメント」強化というプロジェクトの取り組みは、ついに

組織力強化というかたちで「マネジメント」強化そのものを目的として正面から取り組むに

至った。その結果として「何のためのマネジメント強化なのか」という問いに対して、「子ど

もたちの命一つ一つにかかわっているというKIDSMILEプロジェクトのIdentityを支えるため」 

との答えをプロジェクト自らが再確認したといえよう。MR評価及び組織力研修は、「マネジ

メント」強化がサービス改善へのアプローチであるという位置づけから、個人や組織の変革

を志向すること自体がプロジェクトのアイデンティティの一部であるとの意識化へという、
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プロジェクトにおける認識の変化の契機として重要な意味をもつ。組織力強化研修の実施記

録に「土台づくり」の位置づけの微妙な変化を読み取ることができるのでここに紹介したい。 

「この研修の実施は約2年前より準備されてきたが、研修のねらいを具体化するに際しては、

2006年10月から実施されていたMRの評価調査によって明らかになった『郡のスタッフの変化

が、まさにマネジメントの改善した姿であり、皆が意識するようになったのはチームで働く

ことの意味だった』、という気づきが手がかりとなっている。そして研修の参加者の反応や変

化はまさに『グループのキャパシティを高めるために人間関係のさまざまな側面を学ぶ』こ

とが達成される様を見ることであり、ラオス側にすんなりと理解される研修のねらいであっ

た。また、治療局長は『誰もがチームワークの大切さをいうが、それをどう（how to）実現す

るのかをこの研修での体験を通して学ぶ機会になっていて、だから良いのだ』と評価してい

た。中央から郡レベルまでのプロジェクトの主要カウンターパートたちと日本人、ナショナ

ルスタッフが一体となって、最終評価前に、プロジェクトがこれまで多様な活動をしてきて、

それがいったい何に結びつくのか、何のためにやってきていて、今、自分たちはどこにいる

のか、これからどうしたいのか、に気づくための場を設定したわけであるが、そのねらいは

十分に達成されていると感じている。KIDSMILEプロジェクトがめざしているのは、子どもた

ちの命一つ一つにかかわっているということをもう一度受け止め直す、つまりKIDSMILEプロ

ジェクトのIdentityを意識化して共有していくことを同時にやっていく、ということだった。

managementの動機づけをめざしたわけである」 

 

 （6）2つの基本的問い 

今回の評価では種々の側面から、「マネジメント」強化は子どもの健康実現へ向けたアプロ

ーチとして、ラオスにおいては必要不可欠であったと結論できる。しかし、「マネジメント」

強化を通じて形成された「土台」の持続発展性に関しては、吟味すべき課題が残されている。 

ラオスという文脈において適切なアプローチを選択して小児の健康実現へ一定の成果を上

げている一方で、プロジェクトの成果である「土台」の持続発展性に不安が残るとすれば、

問われるべきひとつの問いは、「ラオスという国情において持続発展性のある保健事業を実現

するために、プロジェクトという介入形態が妥当であるか」という、別の観点かもしれない。

この点においては、当プロジェクトが何らかの国家保健政策やプログラムの一部を構成する

位置づけを意識的に確保するならば、持続発展性に関して異なる展開もあり得るであろう。

今後のラオスでの開発協力においてプロジェクトタイプの事業の限界とプログラムアプロー

チの可能性を検討すべき時期と思われる。 

KIDSMILEプロジェクトは当初より、持続発展性を最優先に取り上げて、その実現のために

ラオス側の主体性を尊重するという姿勢から、「マネジメント」強化という方針が明確化して

きたという経緯がある。主体形成とは自己実現と相互承認の意識的編成である、との一般的

規定を踏まえると、プロジェクトが取り組んできた「マネジメント」強化は、上述したごと

く、自己実現と相互承認の意識的編成に取り組む過程でプロジェクトにかかわる各人の主体

形成に貢献している。ここまで確認した時点で浮上するもうひとつの問いは「主体形成が必

然的に変革を志向するという事態を承認するならば、ラオスという国の体制がどこまでの変

革を許容し得るのか」という更に根底的なレベルの吟味を要求する問いである。このことは

即座に、個人や組織の変革に取り組むことなくしてラオスにおける保健状況を持続発展的に
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改善し得る選択肢があり得たのか、との問いを引き起こす。冒頭の問いは、このような形を

とっていまだ問われつつある。 
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